
薬食安発第 0330007号

平成 19年 3月 30日

各都道府県衛生主管部 (局)長  殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

一
般用医薬品の区分 リス トについて

「栗事法第 36条 の 3第 1項第 1号及び第 2号 の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する第一類医薬品及び第二類医薬品」(平成 19年 厚生労働省告示第 69号 。以下

「指定告示」とい う。)が 公布 されたことに伴い、別紙のとお り、第
一

類医薬品、第

二類医薬品及び第二類医薬品に該当する有効成分等のリス トを作成いたしましたの

で、下記の点に御留意の上、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願

いいたします。

記

1.第 一
類医薬品、第二類医薬品及び第二類医薬品に該当する有効成分等の範囲を

それぞれ別紙 1、別紙 2及 び別紙 3と して整理 したこと。また、当該有効成分等

の別名等についても、併せて別紙に記載 したこと。

2.指 定告示について、より販売実態に即 したものとするため、第二類医薬品も含

めて有効成分の追加 ・削除等について意見を申し出る期間を以下のとお り定める

こととしたこと。

なお、申出の際には、①添付文書、②当該成分の構造式、薬効等がわかる資料

などを提出願いたい。                          __
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下
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(1)申 出期間 :平成 19年 4月 1日 か十

(2)申 出先 !

[電子メールの場合]

電子メールア ドレス :riskkubur

メールはテキス ト形式とし、添4

ｒいｔ，一≡
，，ど′イン



[郵送の場合]

送付先 :〒10併8916東 京都千代田区霞が関 1->2

宛先 :厚生労働省医薬食品局安全対策課 リスク分類担当あて

封筒等の表に 「指定告示申出」と明記 してください。

[ファクシミリの場合]

FAX番 号 :03-3508-4364

宛先 :厚生労働省医薬食品局安全対策課 リスク分類担当あて

(3)問 い合わせ先

厚生労働省医薬食品局安全対策課 リスク分類担当

TEL番 号 :03-5253-1111(内 線 2753)



別紙 1

第
一

類医薬品

(1)薬 事法第 14条 の4第 1項 第 2号 に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品

であつて、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に 1年 を加えた期間を経

過 していないもの

(2)薬 事法第 14条 第 8項 第 1号 に該当するものとして承認 され、同法第 79条

第 1項 の規定に基づき、製造販売の承認の条件 として当該承認を受けた者に対 し

製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せ られている医薬品 (その

製造販売の承認のあつた日後調査期間を経過 しているものを除く。)と 有効成分、

分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であつて、

調査義務が課せ られている医薬品のうち、調査期間に 1年 を加えた期間を経過 し

ていないもの

(3)専 らねずみ、はえ、蚊、のみその他これ らに類する生物の防除のために使用

されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのない

もの (毒薬又は劇薬に限る。)

(4)下 表の 「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれ らの塩類を有効成分

として含有する製剤

告示名 別名等

1 アゼ ラスチ ン 塩酸アゼラスチン

2 アデ ノシン三 リン酸 アデノシン三リン酸ニナ トリウム

ア ミノフィ リン

ケ トチフェン フマル酸ケ トチフェン

5 ケ トプロフェン。ただし、貼付斉」に限る。

6 ジエチル ステルベス トロール

7 シメチジン

8 ス トリキニーネ 硝酸ス トリキニーネ

9 チキジウム 臭化チキジウム

10 テオフィリン

テス トステ ロン

テス トステロンプロピオン酸エステル プロピオン酸テス トステロン

テル ビナ フィン 塩酸テル ビナフィン

14 トリアムシノロンアセ トニ ド

ニザチジン

16 ファモチ ジン

プ ラノプ ロフェン

ミノキシジル



メチルテス トステ ロン

ヨ ヒン ビン 塩 酸 ヨ ヒ ン ビ ン

ラニチジン 塩酸ラニチジン

2 2

2 3

ラノヨナゾール

ロキサチジン酢酸エステル 塩酸 ロキサチジンアセテー ト

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれ らの水和物を含めた形で表記

したものであること。また、特に記載がない限 り、それ らの光学異性体、立体

異性体及び構造異性体を含む表記であること。



別紙 2

第二類医薬品

(1)専 らねずみ、はえ、蚊、のみその他これ らに類する生物の防除のために使用

されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのない

もの (毒薬又は濠1薬を除く。)

(2)専 ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の

身体に直接使用されることのないもの

(3)体 外診断用医薬品

(4)下 記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製

斉」

1 安 中散

2 胃 風湯

3 胃 苓湯

4 菌 陳高湯

5 菌 陳五苓散

6 温 経湯

7 温 清飲

8 温 胆湯

9 延 年半夏湯

10 黄 者建中湯

11 黄 苓湯

12 応 鐘散 (別名青黄散)

13 黄 連阿膠湯

14 黄 連解毒湯

15 黄 連湯

16 乙 字湯

17 化 食養牌湯

18 壱 香正気散

19 葛 根黄連黄苓湯

20 葛 根紅花湯

21 葛 根湯

22 葛 根湯加川青辛夷

23 加 味温胆湯

24 カ日味帰】卑湯

25 加 味解毒湯

26 加 味逍逢散



27 加 味逍逢散合四物湯

28 加 味平胃散

29 乾 姜人参半夏丸

30 甘 草潟心湯

31 甘 草湯

32 甘 麦大棄湯

33 帰 者建中湯

34 桔 梗湯

35 帰 陣湯

36 弓 帰膠支湯

37 青 帰調血飲

38 弓 帰調血飲第
一加減

39 響 声破笛丸

40 杏 蘇散

41 苦 参湯

42 駆 風解毒散 (別名駆風解毒湯)

43 荊 芥連懃湯

44 鶏 肝丸

45 桂 枝加黄者湯

46 桂 枝加葛根湯

47 桂 枝加厚朴杏仁湯 (別名桂枝加厚朴杏子湯)

48 桂 枝加芍薬生姜人参湯

49 桂 枝加芍薬大黄湯

50 桂 枝加芍薬湯

51 桂 枝加舟附湯

52 桂 枝加竜骨牡蛎湯

53 桂 枝加苓舟附湯

54 桂 枝湯

55 桂 枝人参湯

56 桂 枝夜苓丸

57 桂 枝夜苓丸料力日慧獣仁

58 啓 解湯

59 荊 防敗毒散

60 桂 麻各半湯

61 鶏 鳴散加夜苓

62 堅 中湯

63 甲 字湯

64 香 砂平胃散

65 香 砂養胃湯



66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

香砂六君子湯

香蘇散

厚朴生姜半夏人参廿草湯

五虎湯

牛膝散

工積散

牛車腎気丸

呉案東湯

五物解毒散

五淋散

工苓散

柴陥湯

柴胡加竜骨牡蛎湯

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡桂枝湯

柴胡清肝湯

柴芍六君子湯

柴苓湯

左突膏

三黄潟心湯 (別名三黄散)

酸案仁湯

二物黄苓湯

滋陰降火湯

滋陰至宝湯

紫雲膏

四逆散

四君子湯

滋血潤腸湯

七物降下湯

実月卑飲 (別名実月卑湯)

柿帯湯

四物湯

矢甘草湯

芍薬甘草湯

席鵠菜湯 (別名三味鵬鵠菜湯)

蛇床子湯

十全大補湯

十味敗毒湯

ヤ関月易湯



105 蒸 眼一方

106 生 姜潟心湯

107 小 建中湯

108 小 柴胡湯

109 小 柴萌湯加桔梗石膏

110 小 柴胡湯合半夏厚朴湯 (別名柴朴湯)

111 小 承気湯

112 小 青竜湯

113 小 青竜湯加石鷲

114 小 青竜場合麻杏甘石湯

115 淑 梅湯

116 小 半夏加夜苓湯

117 消 風散

118 升 麻葛根湯

119 逍 迄散

120 四 苓湯

121 辛 夷清肺湯

122 秦 克尭活湯

123 奏 克防風湯

124 参 蘇飲

125 神 秘湯

126 参 苓白舟散

127 清 肌安畑湯

128 清 湿化茨湯

129 清 上鶴痛湯 (別名駆風触痛湯)

130 清 上防風湯

131 清 暑益気湯

132 清 心蓮子飲

133 清 肺湯

134 折 衝飲

135 川 青茶調散

136 千 金鶏鳴散

137 銭 氏白舟散

138 疎 経活血湯

139 蘇 子降気湯

140 大 黄廿草湯

141 大 黄牡丹皮湯

142 大 建中湯

143 大 柴胡湯



144 大 半夏湯

145 竹 茄温胆湯

146 治 打撲
一方

147 治 頭盾
一方

148 中 黄富

149 調 胃承気湯

150 丁 香柿帯湯

151 釣 藤散

152 猪 苓湯

153 猪 苓場合四物湯

154 通 導散

155 桃 核承気湯

156 当 帰飲子

157 当 帰建中湯

158 当 帰散

159 当 帰四逆加呉茉黄生姜湯

160 当 帰四逆湯

161 当 帰芍薬散

162 当 )予湯

163 当 帰貝母苦参丸料

164 独 活葛根湯

165 独 活湯

166 二 舟湯

167 二 陳湯

168 女 神散 (別名安栄湯)

169 人 参湯 (別名理中丸)

170 人 参養栄湯

171 排 膿散

172 排 膿湯

173 麦 門冬湯

174 人 味地黄丸 (別名人味丸)

175 人 味逍逢散

176 半 夏厚朴湯

177 半 夏潟心湯

178 半 夏白舟天麻湯

179 白 虎加桂枝湯

180 白 虎加人参湯

181 白 虎湯

182 不 換金正気散



183 伏 竜肝湯

184 夜 苓飲

185 夜 苓飲加半夏

186 夜 苓飲合半夏厚朴湯

187 夜 苓沢潟湯

188 分 消湯

189 平 胃散

190 防 己黄者湯

191 防 己夜苓湯

192 防 風通聖散

193 補 気建中湯 (別名補気健中湯)

194 補 中益気湯

195  ネ南月市楊矛

196 麻 黄湯

197 麻 杏甘石湯

198 麻 杏慧甘湯

199 麻 子仁丸

200  れ矛本白肯文

201 慧 獣仁湯

202 抑 肝散

203 抑 肝散加陳皮半夏

204 六 君子湯

205 立 効散

206 竜 胆潟肝湯

207 苓 姜舟廿湯

208 苓 桂甘案湯

209 苓 桂舟甘湯

210 六 味丸 (別名六味地黄丸)



(5)下 表の 「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分

として含有する裂剤

告示名 別名等

1 アクリノール。ただし、外用剤を除く。

アスピリン アスピリンアルミニウム

3 アセ トアミノフェン

ア ドレナ リン (別名エ ピネフリン) 塩酸エピネフリン

5 ア ミノ安息香酸エチル。ただ し、外用剤 (坐剤

を除く。)を 除 く。

6 アモ ロル フ ィン 塩酸アモ ロル フィン

7 ア リメマジン。ただし、外用斉Jを除 く。 酒石酸ア リメマジン

8 ア リルイ ンプ ロピルアセチル尿素

9 アルジオキサ。ただ し、外用斉Jを除く。 アラン トインジヒドロキシアルミニウム

10 ア ロクラ ミ ド 塩酸ア ロクラ ミ ド

安息香酸。ただ し、外用剤 (吸入剤を除 く。)

を除 く。

安息香酸ナ トリウム

イノチペンジル。ただし、外用剤を除く。 塩酸イ ソチペンジル

イ ソプロノミミ ド ヨウ化イソプロ/ミミド

イ ツプ ロピルアンチ ピリン

イブプロフェン

16 イブプロフェンピコノール

17 イプロヘプチン 塩酸イプロヘプチン

イ ン ドメタシン

ウフェナマー ト

20 エキサラミド

エ コナ ゾール 硝酸エヨナゾール

エス トラジオール

エス トラジオール安定、香酸エステル 安息香酸エス トラジオール

エタノール。ただ し、内用斉」及び外用剤 (化腱

性疾病用栗を除 く。)を 除く。

エチエルエス トラジオール

エチルシステイ ン 塩 酸 Lエ チル システイ ン

エテンザ ミド

エフェドリン 塩酸エフェ ドリン

エルゴカルシフェロール又はヨレカルシフェ

ロール。ただし、外用剤を除く。

ビタミンD、 ビタミンD2、ビタミンD3

オキシキノリン

オキシヨナゾール 硝酸オキシヨナゾール

オキシフェンサイクリミン 塩酸オキシフェンサイクリミン



オキシポリエ トキシ ドデカン

34 オキセサゼイン

カイエン酸

36 カサントラノール

可溶性含糖酸化鉄

38 カルビノキサミン

ジフェエルジスルホン酸カル ビノキサ ミ

ン、ジフェニルスルホン酸カル ビノキサ

ミン、マ レイン酸カル ビノキサ ミン

39 カルボシステイ ン L一カルボシステイン

40 還元鉄

グアヤコール 炭酸グアヤコール

グアヤコールスルホン酸 グアヤ コールスルホン酸カ リウム

43 クエン酸鉄 クエン酸第二鉄アンモニウム

44 グリセオフルビン

グ リセ リン。ただ し、内用剤及び外用剤 (涜腸

剤を除 く。)を 除 く。

濃グリセ リン

46 グリセリンモノグアヤコールエーテル

クレオノー ト

48 クレゾール

49 クレゾールスルホン酸 クレゾールスルホン酸カリウム

501ク レマステ ン フマル酸 クレマスチン

511ク ロ トリマ ゾ~ル

521ク ロペ ラスチン
フェンジブ酸クロペ ラステン、塩駿 クロ

ペラスチン

クロモグリク酸 クロモグリク酸ナ トリウム

541ク ロラムフェニ コール

551ク ロルゾキサゾン

覧1各:貨孟]晨子品を感
吹外用剤卿及dlマ レイ ン酸 クロル フェニラ ミン

571ク ロルヘ キシジン
グル ヨン酸クロルヘキシジン、塩酸 クロ

ルヘキシジン

581ケ イ酸アル ミニウム。ただし、外用剤を除 く。
合成ケイ酸アル ミユウム、天然ケイ酸ア

ル ミニウム

59 ケイ酸アル ミン酸マグネシウム

601ケ トプロフェン。ただ し、貼付斉Jを除 く。

コデイン リン酸コデイン

つ
乙

コ リスチン 硫酸ヨリステン

10



コルチゾン酢酸エステル 酢酸コルチゾン

64 サザピリン

65 サナル ミン

リ
ー
リ|オルフ

チ
ミ ド

サ リチル ・ミョウバン散

サ リチル酸 サリチル酸ナ トリウム

69 サリチル酸フェエル。ただし、外用斉Jを除く。

酸化鉛
一酸化鉛、四二酸化鉛

サン トニン

次亜塩素酸ナ トリウム

ジエチルジチオカルバ ミン酸 ジエチルジチオカルバ ミン酸亜鉛

74 ジオクチルノジウムスルホサクシネート

歯科用フェノールカンフル

シクロピロクスオラミン

ジクロルイ ソシアヌル酸 ジクロルイ ノシアヌル酸ナ トリウム

ジサイクロミン 塩酸ジサイクロ ミン

79 次サ リチル酸ビスマス

80 次硝酸 ビスマス。ただ し、外用剤を除く。

次炭酸 ビスマス

シ ッカニン

ジヒドロキシアル ミニウム
ヒジ

　
塩

ドロキシアル ミユウム ・ア ミノ酢酸

84 ジヒドロヨデイン リン酸ジヒドロコデイン

85 ジフェテ ロール リン酸ジフェテ ロール

86 ジフェニ ドール 塩酸ジフェニ ドール

ジフェニル ピペ リジノメチルジオキソラン
ヨウ化ジフエエル ピペ リジノメチルジオ

キノラン

88

ジフェニルピラリン。ただし、外用剤 (坐剤を

除く。)を 除く。

テオクル酸ジフェニルピラリン、

塩酸ジフェエルピラリン

89

ジフェンヒドラミン。ただし、外用斉」(坐剤及

び点鼻斉Jを除く。)を 除くる

サ リチル酸ジフェン ヒ ドラ ミン、 タンニ

ン酸ジフェンヒ ドラ ミン、 フマル酸 ジフ

ェンヒ ドラ ミン、塩酸 ジフェンヒ ドラ ミ

ン

90 ジブカイン 塩酸ジブカイン

ジブナー ト ジブナー トナ トリウム

９
乙 ジプ ロフィ リン

次没食子酸 ビスマス。ただし、外用斉Jを除く。



ジメンヒ ドリナー ト

シュウ酸セ リウム

96 水酸化アル ミナマグネシウム

97 水酸化アル ミニウム 乾燥水酸化アル ミニウムゲル

水酸化アル ミニウム ・炭酸カルシウム ・炭酸マ

グネシウム共沈生成物

99

水酸化アル ミニウム ・炭酸水素ナ トリウム共沈

生成物

100 水酸化アル ミニウム ・炭酸マグネシウム
水酸化アル ミニウム ・炭酸マグネシウム

混合乾燥ゲル

水酸化カ リウム

〔
）

水酸化マグネシウム・碗酸アルミユウムカリウ

ム共沈生成物

スクラルファー ト

104 スコポラミン 臭化水素酸スコポラミン

ス トマクシン

スルコナゾール 硝酸スル ヨナゾール

108 スル ファ ミン

109 スルファメ トキサゾール スルファメ トキサゾールナ トリウム

スルフイノキサゾール

スル フイ ノミジン

セ キサ ノール 白色濃厚セキサノール

セ トリミド

セ ンノン ド

センノシ ドA ・ B 、センノシ ドカルシウ

ム

ソフ ァル コ ン

炭酸鉛

タンニン酸アルブ ミン

チオヨナゾール

チペ ピジン
クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピ

ジン

12



120 チメピジウム 臭化チメピジウム

ディー ト

テオブ ロミン サ リチル酸ナ トリウムテオブロミン

デキサメタゾン

デキサメタゾン酢酸エステル 酢酸デキサメタゾン

デキス トロメ トルファン

デキス トロメ トルファン・フェノールフタ

リン塩、デキス トロメ トルファン臭化水素

酸塩水和物

126 テシ ッ ト

テシット・デシチン

テ トラヒ ドロゾ リン
塩酸テ トラヒ ドロゾ リン、硝酸テ トラヒ ド

ロゾ リン

129 テプ レノン

130 デメチルクロルテ トラサイクリン 塩酸デメチルクロルテ トラサイクリン

トリクロルイツシアヌル酸 トリクロルイ ソシアヌール酸

トリコマイ シン

トリプロリジン 塩酸 トリプロリジン

トリペレナ ミン 塩酸 トリペ レナ ミン

トリメテルセチルアンモニウムペンタクロロ

フェネー ト

136 トリメ トキノール 塩酸 トリメ トキノール

137 トリメブチン マ レイ ン酸 トリメブチ ン

トル シクラー ト

トルナフター ト

140 塩酸 トンジルア ミン

ナイスタチ ン

ナファブリン 塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン

ニ コチン

144 ニ トロフェノール ニ トロフェノールナ トリウム

乳酸鉄

146 ネチヨナゾール 塩酸ネチヨナゾール

147 バシ トラシン

148 ノくノミフベリン 塩酸パパベ リン

149 ハ ロプ ロジン
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150 ピコスルファー ト ピコスルファー トナトリウム

ビサコジル

ビタミンA油 。ただし、外用剤を除く。

ヒドロキシナフ トエ酸アル ミユウム 3ヒ ドロキシ 2-ナフトエ酸アルミニウム

154 ヒ ドロコルチゾン

ヒ ドロコルチゾン酢酸エステル 酢酸 ヒ ドロコルチブン

156 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ヒ ドロタルサイ ト 合成 ヒ ドロタルサイ ト

158 ビフォナ ゾール

ピペ ラジン

アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジ

ン、ピペラジンヘキサヒドラー ト、リンゴ

酸ピペラジン、リン酸ピペラジン

160 ピペ リジルアセチルア ミノ安息呑酸エチル

ピルビニウム パモ酸 ピル ビニウム

162 ピレンゼ ピン 塩酸 ピレンゼ ピン

食
Ｕ ピロールニ トリン

ピロキシカム

父
Ｕ ピロク トンオラミン

166 ピロリン酸鉄

167 フィ トナジオン

フィロキノン ビタ ミン Kl

169 フェニ フ ミン マ レイ ン酸 フェニフミン

170 フェニレフリン 塩酸フェエ レフ リン

フェネタジン
タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジ

ン

フ ェ ノー ル

フェノール ・亜鉛華 リニメン ト

フェノ トリン

175 フェル ビナ ク

176 プソイ ドエフェ ドリン
塩酸プソイ ドエフェ ドリン、硫酸プノイ ド

エフェ ドリン

ブチルスコポラミン 臭化ブチルスコポラミン

ブテナフィン 塩酸ブテナフィン

179 ブフェキサマク
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180 フマル酸鉄

フ ラジオマイシン

フルオシノロンアセ トニ ド

プレドニゾロン

プ レドニゾロン酢酸エステル
酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン

及びこの吉草酸エステル

185 プレ ドニブロン吉草酸エステル
吉草酸プレドニブロン、酢酸プ レドニゾロ

ン及びこの吉草酸エステル

プ ロカイン 塩酸プ ロカイ ン

プロキシフィリン

188 ブロムヘ キシン 塩酸ブ ロムヘキシン

189 ブロムワレリル尿素

プ ロメタジン

テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメ

チルジサ リチル酸塩、プロメタジンメチ レ

ンジサ リチル酸塩、メチ レンジサ リテル酸

プロメタジン、塩酸プロメタジン

ヘキサミン マンデル酸ヘキサミン

192 ベタネコール 塩化ベタネコール

193 ベタメタゾン吉草酸エステル 吉草酸ベタメタゾン

ヘパ リン類似物質

ベ ラ ドリン

196 ベラ ドンナ総アルカロイ ド

ペ リフェル ミン ジアセチルア ミノアゾ トルエ ン

198 ベルベリン。ただし、外用剤を除く。 タンエン酸ベルベ リン、塩化ベルベ リン

ペン トキシベ リン

200 クエン酸ペン トキシペタン

ホモスルファミン

つ
乙 ポ リエチ レンスルホン酸 ポ リエテ レンスルホン酸ナ トリウム

203 マー キ ュ ロク ロム

204 ミヨナ ゾール ミヨナゾール硝酸塩

205 メキタジン

206 メクリジン 塩酸メクリジン

207 メタケイ酸アル ミン酸ナ トリウム

メタケイ酸アル ミン酸マグネシウム

209 メチキセ ン 塩酸メチキセン
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メチルア トロピン 臭化メチルア トロピン

メチルアニノトロピン 臭化メチルアニソトロピン

メチルエフェドリン

dl一メチルエフェドリン、dl―メチルエフェ

ドリンサッカリン塩、dl―塩酸メチルエフ

ェドリン

メチルオクタトロピン 臭化メチルオクタトロピン

メチルシステイン 塩酸メチルシスティン

メチルスコポラ ミン 臭化メチルスコポラミン

メチル ヒヨスチア ミン 臭化メチル 1-ヒヨスチア ミン

メチルベナクチジウム 臭化メチルベナクチジウム

218

219

220

221

メ トカルバモール

メ トキシフエナ ミン 塩酸メ トキシフエナ ミン

メ トジラジン 塩酸メ トジラジン

メピバカイン

22万Tメブヒドロリン ナパジシル酸メブヒドロリン

223 メプリルカイン 塩酸メプ リルカイン

モ ノニ トログアヤコール モノニトログアヤコールナ トリウム

225 ラウオルフイアセルペンチナ総アルカロイ ド

226 ラクチルフェネチジン

227 リドカイン 塩酸 リ ドカイ ン

228 リ トスペール

229 硫酸コバル ト

230 硫酸鉄 乾燥硫酸鉄

硫酸鋼

232 硫酸マンガン

233 レゾルシン

234 レチノール。ただし、外用剤を除く。 ビタ ミン A

235

レチノール酢酸エステル。ただ し、外用斉Jを除

く。

酢酸 レチノール

236

レチ ノールパル ミチン酸エステル。ただ し、外

用剤 を除 く。

パル ミチン酸 レチ ノール

ロー トエキス。ただし、外用斉Jを除く。

238 ロー ト根総アルカロイ ド

239 口ペラミド 塩酸 ロペラミド
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○生薬及び動植物成分

告示名 別名等

1 赤カシュウ。ただ し、外用剤を除く。

亜麻仁。ただし、外用剤を除く。

3 アルニカ。ただし、外用剤を除く。

4 アンズオール。ただし、外用剤を除く。

5 アンノッヨウ。ただし、外用斉Jを除く。

6 イチイ。ただ し、外用剤を除 く。

7 イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。

8 イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。

9 イ レイセ ン

インチン。ただ し、外用剤を除く。

インチンコウ。ただし、外用剤を除く。

インヨウカク。ただし、外用剤を除 く。 イカリソウ

ウヤク。ただし、外用剤を除 く。

ウワウルシ。ただ し、外用剤を除 く。

エイジツ。ただ し、外用剤を除く。

16 エゾノレンリノウ

エンゴサク。ただ し、外用剤を除く。

エンメイ ソウ。ただ し、外用剤を除く。

19 オウゴン。ただ し、外用剤を除く。

オウバ ク。ただ し、外用剤を除く。

オウレン。ただ し、外用剤を除 く。

カイクジン。ただ し、外用剤を除く。

ガイシ。ただ し、外用剤を除 く。

カイバ。ただし、外用剤を除く。

ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。

26 加エブシ

カゴノウ。ただ し、外用斉Jを除 く。

ヵシ。ただ し、外用剤 を除 く。

29 カシュウ。ただ し、外用剤を除 く。
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30 カスカラサグラダ。ただ し、外用剤を除 く。

カッコウ。ただし、外用剤を除く。

カッコン。ただし、外用剤を除く。

カッセキ。ただし、外用剤を除く。

カラコウボク。ただし、外用剤を除く。

カロヨン。ただし、外用剤を除く。

36 カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。

カンショウコウ

38 カンボウイ。ただし、外用剤を除く。

39 キササゲ。ただし、外用剤を除く。

40 キバン。ただし、外用斉Jを除く。

41 キョウオウ。ただ し、外用剤を除く。

方
生 キョウカツ。ただ し、外用剤を除く。

43 キョウエン。ただし、外用剤を除く。

44 キンギンカ。ただし、外用剤を除く。 ニンドウ

クコヨウ。ただ し、外用剤を除く。

46 クジン。ただ し、外用剤を除 く。

47 クニ ン

48 クノミク

49 クレンピ。ただし、外用斉Jを除く。

50 ケイガイ

ケイガイホ

ケンゴシ。ただ し、外用剤を除く。

ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。

54 ゲンジン。ただし、外用剤を除く。

コウエン

ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。

筆丸抽出物。ただし、外用剤を除く。

58 コウクジン。ただ し、外用剤を除く。

59 コウブシ。ただし、外用斉Jを除く。
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60 ヨウボク。ただし、外用剤を除 く。

61 ゴオウ。ただし、外用剤を除 く。

コクロジン。ただ し、外用剤を除く。

ヨケモモ ヨウ。ただし、外用剤を除く。

64 ゴシツ。ただし、外用剤を除く。

ゴシュユ。ただし、外用剤を除 く。

66 コンヨウコン

67 コズイシ。ただし、外用剤を除く。

ヨ トウイ。ただし、外用剤を除 く。

69 コトウエン。ただし、外用剤を除く。

ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。

ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。

今
乙 ゴレイシ。ただ し、外用剤を除 く。

ヨロンボ。ただし、外用斉どを除く。

74 コンズランゴ。ただし、外用斉」を除く。

サイコ。ただし、外用剤を除く。

76 サイシン。ただし、外用斉Jを除 く。

サヨウ。ただし、外用剤を除く。

サンキライ。ただし、外用剤を除く。

79 サンシシ。ただし、外用剤を除 く。

80 サンショウヨン。ただ し、外用斉Jを除 く。

サンソウエン。ただし、外用剤を除 く。

サンリョウ。ただ し、外用斉Jを除く。

ジオウ。ただし、外用剤を除く。

84 シオン。ただ し、外用刺 を除 く。

86 ジコンピ。ただ し、外用剤を除 く。

ジセキ。ただし、外用剤を除く。

88 シツリシ。ただし、外用剤を除 く。

89 シベット。ただし、外用剤を除く。 シベ トール
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90 シャクナゲヨウ

ジャコウ。ただし、外用剤を除 く。

ジャショウシ。ただ し、外用斉Jを除 く。

ｎ
フ シャジン (沙参)。ただし、外用剤を除く。

94 シャゼンソウ。ただし、外用剤を除 く。

95 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。

96 シュロジツ。ただし、外用斉」を除 く。

シュロヨウ。ただし、外用斉」を除 く。

98 ショウブヨン。ただ し、外用剤を除 く。 カラムス根

99 シ ョウマ。ただし、外用剤を除 く。

静脈血管叢エキス

ショウレンギョウ。ただ し、外用斉Jを除 く。

‐０ ２

一

‐０ ３

ジリュウ。ただし、外用剤を除く。

シンイ。ただし、外用剤を除く。

1041シ ンキク。ただし、外用剤を除く。 シンギク

1051ジ ンギヨウ。ただし、外用剤を除く。

‐０ ６

一

‐０ ７

ジンコウ。ただし、外用剤を除く。

シンモッコウ。ただし、外用剤を除 く。

‐０ ８

一

‐０ ９

スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。

ズ シ

セイ ヨウ トチノキ種子。ただ し、外用斉」を除 く。

セイヨウヤ ドリギ。ただ し、外用剤 を除 く。

ゼオライ ト。ただし、外用剤を除 く。

セキイ。ただし、外用斉」を除 く。 ヒ トツノミ

114 セキサン。ただし、外用剤を除 く。

セキショウコン。ただ し、外用剤 を除 く。

116 セ ッコウ。ただし、外用剤を除 く。

セッコク。ただし、外用斉Jを除く。

セ ッコツボク。ただ し、外用剤 を除 く。 ニワ トコ

119 セ ッコツヨウ。ただし、外用剤 を除 く。
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センキュウ。ただし、外用剤を除く。

ゼンコ。ただし、外用剤を除く。

センコツ。ただし、外用剤を除く。

センソ。ただし、外用剤を除 く。

124 センノウ (茜草)

センタウリウム草。ただ し、外用斉」を除く。

セ ンナ

センナジツ

つ
乙 セ ンナ ヨウ

セ ンプクカ

130 セ ンレンシ。ただ し、外用斉Jを除く。

ノウジ

ノウジュツ。ただ し、外用斉Jを除 く。

ソウヒョウショウ。ただし、外用剤を除 く。

134 ガクダン。ただ し、外用斉Jを除く。

ソボク。ただし、外用剤を除く。

136 ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。

ダイオウ。ただし、外用剤を除く。

138 タイカ。ただし、外用剤を除く。 センタイカ

タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。

140 胎 盤

胎盤力口水分解物

142 ダイフウシ

143 ダイフクヒ。ただし、外用剤を除 く。

144 タクシャ。ただ し、外用斉」を除 く。

145 ダツラ。ただし、外用Allを除く。

146 タラ根皮。ただ し、外用剤を除 く。

オ
生 タラ根。ただし、外用斉Jを除 く。

148 タンジン。ただし、外用剤を除く。

149 チクジョ。ただ し、外用剤を除く。

ウ

コ



‐５〇

一

‐５ ‐

チュ。ただし、外用剤を除く。

チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。 カギカズラ、チヨウトウ

チョレイ。ただし、外用剤を除く。

‐５ ３

一

‐５４

ッユクサ。ただし、外用斉Jを除く。

テイレキシ

‐５５

一

‐５６

一

‐５ ７

テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。

テンマ。ただ し、外用剤を除 く。

テンモン ドウ。ただ し、外用斉Jを除 く。

158 トウジン。ただし、外用剤を除く。

トウシンソウ。ただ し、外用剤を除 く。

160

161

162

163

冬虫夏草。ただ し、外用剤を除く。

ドクカツ。ただ し、外用剤を除く。

トコン

トシシ。ただ し、外用斉Jを除 く。

1641ト シヨウジツ。ただし、外用剤を除く。

父
υ ドモ ッコウ。ただし、外用剤を除 く。

ナンテ ン

‐６ ７

一

‐６ ８

一

‐６９

ナンバンゲ。ただし、外用剤を除 く。

バイモ

ハクシエン。ただし、外用剤を除 く。 ハクシジン

170 ハ クセ ンピ

ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。 ハゲキ

ハゴシ。ただし、外用剤を除く。 ホコツシ

バショウコン。ただし、外用充けを除く。

ハッカイ。ただし、外用剤を除く。

ハッカイヒ

‐７６

一

‐７ ７

一

・７８

バ ッカツ

ハング

ノヽ ン フミ ン し/ン

179 ヒカイ。ただ し、外用剤を除 く。
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180 ヒハツ。ただし、外用剤を除く。

ヒマシ油。ただ し、外用剤を除 く。

ビャクキョウザン。ただし、外用剤を除く。

ビャクゴウ

ビャクシ。ただし、外用剤を除く。

185 ビャクジュツ。ただし、外用斉Jを除く。 オケラ

186 ビャクダン。ただし、外用剤を除く。

ビャクレン。ただし、外用剤を除く。

ビワヨウ

189 ビンロウジ。ただし、外用斉Jを除く。

190 フクボンシ。ただし、外用剤を除 く。

ブクリョウ。ただし、外用剤を除 く。

192 ブ シ

フジヨブ

194 フジバカマ

フラングラ皮。ただし、外用斉Jを除 く。

196
プランタゴ ・オバタ極子。ただし、外用剤を除

く。

プランタゴ ・オバタ極皮。ただし、外用剤を除

く。

198 ベアベ リー。ただし、外用剤を除く。

199 ベラ ドンナ。ただし、外用剤を除く。

200 ボウイ。ただし、外用斉Jを除 く。

201 ボウコン。ただし、外用剤を除く。

202 ボウフウ。ただし、外用剤を除く。

ホウブシ。ただし、外用斉Jを除く。

ホオウ。ただし、外用剤を除 く。

ボタンピ。ただ し、外用斉」を除 く。

206 ボチョウコウ

207 ポテンティラ。ただし、外用斉Jを除 く。

208 ホホバ。ただし、外用斉」を除 く。

ホミカ。ただし、外用剤を除く。
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210 マオウ。ただし、外用斉」を除 く。

マクリ。ただし、外用剤を除 く。

212 マシエン。ただ し、外用剤を除 く。

マツフジ

214 マンケイシ。ただし、外用剤を除く。

ムラサキオモ ト。ただし、外用斉」を除く。

216 メリロー ト。ただし、外用剤を除く。

モクツウ

218 モッカ。ただし、外用剤を除く。

219 モッコウ。ただし、外用剤を除く。

220 モツヤク ミル ラ

ヤクモノウ。ただし、外用剤を除く。

222 八ッロウナギ。ただし、外用剤を除く。

223 ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。

2241ヤ ラッパ脂。ただ し、外用剤を除 く。

225 ユキワリソウ

226 ヨウキセキ。ただ し、外用剤を除 く。

227 ヨウノミイヒ

228 ラク トサン。ただ し、外用済Jを除く。

229 ラタニア

230 リュウタン。ただ し、外用剤を除 く。

リョウキヨウ。ただ し、外用剤を除 く。

232 レンギ ョウ。ただ し、外用剤を除 く。

レンセンノウ。ただし、外用剤を除く。

234 ロクキン。ただし、外用剤を除 く。

235 ロクジン。ただ し、外用剤を除 く。

236 ロクベン。ただ し、外用剤を除 く。

237 ロジン (騒腎)。ただし、外用斉Jを除 く。

238 ワコウボク。ただし、外用剤を除く。

239 ワレリアナ。ただし、外用斉」を除く。

注 1)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記

したものであること。また、特に記載がない限り、それ らの光学異性体、立体異

性体及び構造異性体を含む表記であること。

注 2)生 薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、 リスクが明らか

に異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のも
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のについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エ

キス等を含む表記であること。
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別紙 3

第二類医薬品

下表の 「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分とし

て含有する製剤。

告示名 別名等

1 亜鉛華デンプン

亜鉛華軟膏

3 アクリノール。ただし、外用斉」に限る。

4 アクリフラビン

5 アシ ドフィルス菌

6 アスコル ビン酸

L一アスコルビン酸ナ トリウム、ア

スコルビン酸カルシウム、アスコ

ルビン酸ナ トリウム、ビタミンC、

ビタミンCカルシウム

7 アスパ ラギン酸

Lア スパラギン酸カリウム、L―ア

スパラギン酸カルシウム、Lア ス

パラギン酸ナ トリウム、Lア スパ

ラギン酸マグネシウム

アスペルギルス ・オ リゼーNK菌

9 アスペルギルス産生脂肪消化酵素

アズ レン

アズレンスルホン酸 アズ レンスルホン酸ナ トリウム

アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。)

に限る。

ア ミノエチルスルホン酸 タウリン

ア ミノカプロン酸 イプシロンーア ミノカプロン酸

ア ミラーゼ

16 アミロリシン

17 アラニン dl―アラニン

アラン トイン グリオキシルジウレイ ド

19 ア リメマジン。ただし、外用剤に限る。 酒石酸ア リメマジン

アルギニン 塩酸 Lア ルギニン

アルキルジアミノエチルグリシン
塩酸アル キル ジア ミノエチル グ

リシン

アルキルポリアミノエチルグリシン
塩酸アルキルポ リア ミノエチル

グリシン

アルクロキサ

アラン トイ ンクロル ヒ ドロキシ

アル ミユウム
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24 アルゲコロイ ド

アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。

アロイン

安定、呑酸。ただ し、外用斉J(吸 入剤を除く。)に 限る。

28 安′日、香酸ナ トリウムカフェイン

29 アンモニア

30 アンモニア ・ウイキョウ精

イオウ

イクタモール

イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。 塩酸イ ツチペ ンジル

34 イ ソプ ロパ ノール

イノロイシン L一イノロイシン

イノシトール イノシット

イノシ トールヘキサニヨチン酸エステル
イノシ トールヘキサニコチネー

ト

ウルノデスオキシヨール酸 ウルソデオキシヨール酸

39 ウンデシレン酸 ウンデシレン酸亜鉛

40

垂を法言缶

°

1紘

｀内用剤及び外用剤 化 膿性疾病用

1無

水エタノ→ レ

41

エル ゴカルシフエロール又は コレカルシフェロール。た

だ し、外用斉」に限る。

ビタ ミン D、 ビタ ミン D 2、ビタ ミ

う/D3

力
社 塩化亜鉛

43 塩化アンモニウム

44 塩化カ リウム

塩化カル シウム

46 塩化ナ トリウム

471オ イゲノール

481オ キシヨーラン酸

49 オキソア ミジン

50 オキノレジン

オク トチア ミン

オハ ノール

2 -オメガー[5 '一ブロモピリジルー(2 ' )一アミノ]―ビニ

ルー6メ チルピリジンヨー ドイソアミラー ト

54

2オ メガー [ 5 'ブ ロモ ピリジルー (2 ' )一ア ミノ]―ビニ

ルー6メ チル ピリジンヨー ドエチラー ト

オリザノール ガンマーオリザノール

56 オリパーゼ
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オロチン酸 オロッ ト酸

過酸化水素 オキシ ドール

59 ガストリックムチン

カフェイ ン クエン酸カフェイン

61 カプサイシン

ガラク トース

カラミン

64 カリ石ケン

カルニチン
d l 塩 化カルニチン、1カ ルニチ

ン

66 カルノミゾクロム

カルプロニウム 塩化カルプロニウム

カルメロース

カル ボキシメチルセル ロースカ

ルシウム、カルメロースナ トリウ

ム、カルボキシメチルセル ロース

ナ トリウム

69 乾燥酵母

カンフル dl―カ ンフル

グアイアズレン

グアイアズレンスルホン酸
グアイアズレンスルホン酸ナ ト

リウム

グアイフェ/7Nシン

クエン酸
クエン酸カルシウム、クエン酸ナ

トリウム

クエン酸二水素コリン

76 グ リシン ア ミノ酢酸

グリセ リン。ただ し、内用剤及び外用斉」(涜腸斉Jを除 く。)

に限る。

濃グリセ リン

グリセ リンカ リ液

グリセロリン酸
グリセロリン酸カルシウム、

ソジウムグリセロホスフェー ト

グ リテル リチン

81 グ リチル リチン酸

グリテル リチン酸アンモニウム、

グ リチル リチ ン酸及びその塩類

並びに甘車抽出物

グリチルレチン酸 β
―グリチルレチン酸

クリプ トシアニン0,A.コンプレックス

84 グルクロノラク トン

グルクロン酸 グルクロン酸ナ トリウム

グルクロン酸ア ミド

グルコン酸 グルヨン駿カルシウム、グルコン

28



酸ナ トリウム

88 グルタミン L―グルタミン

89 グルタミン酸
し一グルタミン酸ナ トリウム、グル

タミン酸塩酸塩

90 クロセチン

クロタミトン

クロルヒドロキシアルミニウム

クロルフェエラミン。ただし、外用剤 (坐剤及び点鼻斉」

を除く。)に 限る。

d l―マ レイ ン酸 クロルフェエラ ミ

ン、dマ レイン酸クロルフェニラ

ミン

クロロフィ リン

クロロブタノール

96 ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。

97 ケイ酸マグネシウム

98 ゲファルナー ト

コール酸

100 ヨリン 酒石酸水素コリン

コリンオロチン酸エステル
オロチン酸 コリン、オロ ト酸 コリ

ン

コロジオ ン

コンクビオゼニン

104 コンチーム

コン ドロイチン硫酸エステル

コンドロイチン硫酸、コンドロイ

チン硫酸ナ トリウム

106 酢 酸

酢酸アル ミニウム

サクロフィル

109 サ リチル駿エチレングリコール

サ リチル酸グリコール

サ リチル酸フェエル。ただ し、外用剤に限る。

112 サ リチル酸 メチル

サ リチル酸モノグリコールエステル

114 酸化亜鉛

酸化マグネシウム 重質酸化マグネシウム

116 サ ンクロン

サ ンプ ローゼ

ジアスターゼ

ジアスメン
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120 シア ノコバラ ミン又は ヒ ドロキソコバラ ミン
ビタ ミンB 1 2 、 塩酸 ヒ ドロキソコ

バラ ミン

シーサップ

122 ジクロロ酢酸ジイ ツプロピルアミン

ンコチア ミン

次硝酸 ビスマス。ただ し、外用剤に限る。

システ ン Lシ ステ ン

126 システイン Lシ ステイン、L―塩酸システイン

ジセチアミン 塩酸ジセチア ミン

128 ジフェエルイミダブール

129
ジフェエルピラリン。ただし、外用剤 (坐剤を除 く。)

に限る。

塩酸ジフェニル ピラリン

ジフェンヒ ドラミン。ただ し、外用剤 (坐斉J及び点鼻

斉1を除 く。)に 限る。

サ リチル酸ジフェンヒ

ウリル硫酸ジフェンヒ

酸ジフェンヒ ドラミン

ラ
　
塩

ン

　

ン

トヽ
ヽ
　

卜ヽ
ト

ラ

　

ラ

ド

　

ド

次没食子被 ビスマス。ただし、外用剤に限る。

ジメチ ヨン

134 ジメチルア ミノエチルサ リテル酸

ベータージメチルア ミノエテルサ リ

チル確塩

ジメチルイ ツプロピルアズ レン

136

ジメモル フ ア ン リン酸ジメモル ファン

138 酒石酸水素カ リウム

硝酸カ リウム

140 水酸化カルシウム

141 水酸化マグネシウム

力
生 障臓性消化酵素

ステア リン酸 ステア リン酸マグネシウム

刀
生 セアプローゼ

ナ
４ セチルピリジエウム

塩化セチルピリジエウム、猛酸セチ

ルピリジエウム

146 石ケンカンフル

オ
七 セ トラキサー ト 塩酸セ トラキサー ト

148 セファランチン

30



セミアルカリプロテイナーゼ

150 ゼ ラチン

セ ラペプ ターゼ

152 セルラーゼ

セ ル ロ シ ン

セ ル ロ ー ス

155 ソイステ ロール

156 ソル ビ トール

大豆油不けん化物

158 唾液腺ホルモン

159 タカジアスターゼ

160 タル ク

炭酸カルシウム
コロイ ド性炭酸カルシウム、沈降炭

酸カルシウム

ａ
ｕ 炭酸水素ナ トリウム

食
Ｕ 炭酸ナ トリウム

164 炭酸マグネシウム 重質炭酸マグネシウム

165 タンニン酸

166 チア ミン チア ミン硝化物、ビタミン Bl

チア ミンジスル フィ ド

168 チア ミンジセチル硫酸エステル

169 チアン トール

チオク ト酸

チオク ト酸ア ミ ド

チモール

チンク油

デカリニウム
塩化 デ カ リニ ウム、酢酸デ カ リニ ウ

ム

デヒドロコール酸

176 デヒドロ酢酸

177 ァ ンプン

粧化菌

銅クロロフイリン
銅クロロフィリンカリウム、銅クロ

ロフィリンナ トリウム
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180 トヨフェロール
d l―α―トコフェロール、dα ―トコ

フェロール、 ビタ ミン E

181 トコフェロールコハク酸エステル

コハク酸 dl―α―トコフェロール、

コハク酸 dl―α―トヨフェロールカ

ルシウム、ヨハク酸 d―α―トコフェ

ロール、コハク酸 トヨフェロールカ

ルシウム、ビタミンEコハク酸エス

テルカルシウム

182 トコフェロール酢酸エステル

dl α一酢酸 トコフェロール、ビタミ

ン E酢 酸エステル、酢酸 dl一α―ト

コフェロール、酢酸 卜 α―トコフェ

ロール

トラネキサム酸

184 トリクロカルノミン

トリクロロカルバエライ ド

186 トリプ トファン し トリプ トファン

Ｏ
Ｏ トリブロムフェエルカプロン酸エステル

2, 4 , 6 -トリブロムフェエルカプロ

ン酸エステル

188 トレオニン Lト レオニン

トレチノイントコフェリル

190 ナガーゼ

191 納豆菌

192 ニヨチン酸

ｎ
Ｖ ニコチン酸アミド

194 ニコチン酸ベ ンジルエステル

ｎ
フ 酸一ｙ

す

乳駿亜鉛

ｎ
フ 乳酸カルシウム

198 乳酸菌 有胞子性乳酸菌

ニューラーゼ

200 尿素

201 二硫化セ レン

202 ネオステグミン メチル硫確ネオステグ ミン

203 ノスカピン 塩酸 ノスカ ピン

ノニル酸ワニリルアミド

205 白糖

206 白金

つ
乙 パラジウム

208 パラブチルアミノ安定、香酸ジエテルアミノエチル テーカイ ン

209 バ リン L一ノミリン
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210 パ ンクレアチン

パ ンテチ ン

212 パ ンテ ノール レパン トテニールアル コール

213 パントテニールエチルエーテル

パ ン トテ ン酸

パン トテン酸カルシウム、パン トテ

ン酸ナ トリウム

215 パンプロシン

216 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸ナ トリウム

ビオタミラーゼ

218 ビオヂアスターゼ

219 ビオヂアスミン

220 ビオチン

221 ビオナットミン

222 ビオラクテス

223 ビスイブチアミン

224 ビスチア ミン 硝酸 ビステア ミン

225 ヒスチジン L塩 酸 ヒステジン

226 ビスベ ンチア ミン

2271ビ タミン A油 。ただし、外用斉」に限る。

2281ビ チオノール

229 ピチロール

ヒ ドロキシエチルセル ロース

ヒ ドロキシプロピルセル ロース

232 ヒ ドロキシプロピル メチルt/ル ロース

233 ヒ ドロキ ソコバ ラ ミン

234 ヒノキチオール

235 ビフィズス菌

236 ピリドキサール リン酸エステル リン酸 ピリドキサール

237 ピリドキシン、ピリドキサール又はピリドキサミン ビタミンB6、 塩酸ピリドキシン

238 ピリドキシンパル ミチン駿エステル
ジパル ミチン酸ピリドキシン、ピリ

ドキシンパルミテー ト

239 ピル メチルフェノール
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240 ピロキシ リン

241 ヒロダーゼ

′
生 フイチン

243 フェーカ リス菌

244 フェニルアラニン Lフ ェニルアラニン

245 フェニルヨー ドウンデシノエート
フェニルー1 1 ヨー ド 1 0 ウ ンデシノエ

ー ト

246 フタル酸ジエチル

247 フッ化ナ トリウム

248 ブ ドウ酒

249 ブ ドウ糖

250 フラビンアデニンジヌクレオチド

に
ドナドチオレクヌやンンニ本

アアンビ
　
ム

ラ

　

ウ

フ
　

リ

フルスルチア ミン 塩酸フルスルチア ミン

252 プロザイム

253 プロスルチアミン

プロタミラーゼ

255 プロテアーゼ

ブ ロメライ ン

257 ペ クチン

258 ヘ ス ピタン

259 ヘ スペ リジン

260 ベ タイ ン 塩酸ベタイン

261 ヘプ ロニカー ト

262 ベルベ リン。ただ し、外用剤に限る。
安息香酸ベルベ リン、塩化ベルベ リン、

硫酸ベルベ リン

父
υ

ベンザルコニウム
ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザル

コニウム

食
υ

ベ ンジルアル コール

ベ ンゼ トニ ウム 塩化ベンゼ トニウム

266 ペ ンブイルチア ミンジスルフィ ド

ベ ンフォチア ミン

268 ホウ酸

ホスホリルコリン 塩化ホスホリルコリンカルシウム
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270 ポビドンヨー ド

ポリエンホスファチジルコリン

272 ポリパーゼ

273 ポリビニルアルコール

274 ポリビニルピロリドン

275 ポリブテン

276 ボルネオール dボ ルネオール

277 マ ミターゼ

278 水

279 メコバ ラ ミン

280 メタノール変性アルコール

メチオニン dl―メチオニン、Lメ チオニン

282 メチルイ ソプロピルフェノール
イツプロピルメチルフェノール、ビオブ

ール、ホノゾール

283 メチルセル ロース

284 メチルヘスペ リジン

285 メチルメチオニンスルホニウム
メチルメチオニンスルホニウムクロラ

イ ド

286 メチルロザニリン 塩化メチルロザニ リン

287 メチ レンチモール タンニン

288 メチレンブルー

289 メン トール dl―メン トール、1-メントール

メンフェゴール

モクタール

292 モ ノフルオロリン酸ナ トリウム

293 モ ル シ ン

294 有機加硫体

295 ュビデカレノン

ヨウ化カリウム

297 薬 酸

ヨウ兼

299 ョークレシチン
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ヨー ドチンキ

301 ラウリルアミノエチルグリシン レボン 15

302 ラウロマクロゴール

ｎ
Ψ 酪酸菌 宮入菌

304 ラク トミン

ラクボン

306 ラック ビー

リコチミン

308 リコレックス

リジン

310 リゾチーム 塩化 リゾチーム

リノール酸

リパーゼ

リボフラビン ビタ ミン B2

リボフラビン酪酸エステル
ビタ ミン B2酪 酸エステル、酪酸 リボフ

ラ ビン

リボフラビン リン酸エステル ビタミン B2リ ン酸エステル

316 硫化カルシウム 多硫化カルシウムヨロイ ド

硫酸亜鉛

硫酸アルミニウムカリウム ミョウバン

硫酸ナ トリウム

320 硫酸マグネシウム

リンゴ酸 dlリ ンゴ酸

322 リン酸水素カルシウム

リン酸水素ナ トリウム

324 リン酸二水素カ リウム

リン酸二水索ナ トリウム

326 リン脂質 大豆リン脂質

ルチン

328 レシチン 大豆 レシチン

329 レチノール。ただし、外用剤に限る。 ビタミン A
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330 レチノール酢酸エステル。ただ し、外用剤に限る。 酢酸 レチ ノール

レチ ノールパル ミチン酸エステル。ただ し、外用剤に

限る。

パル ミチ ン酸 レチ ノール

332 ロイシン L―ロイシン

ロー トエキス。ただし、外用剤に限る。

334 ロー トエキス ・タンエン坐薬

ワセ リン
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①生薬及び動植物成分
告示名 別名等

] 赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。

2 赤松葉

3 赤マムシ

4 アカメガシワ

5 アキョウ

6 小 豆

7 アセ ンヤク

8 アニスジツ

9 アマチヤ

10 亜麻仁。ただし、外用剤に限る。

1 アルニカ。ただし、外用剤に限る。

2 ア ロエ

3 アンズオール。ただし、外用剤に限る。

アンソッコウ。ただし、外用剤に限る。

イチイ。ただ し、外用斉1に限る。

16 イヌザンショウ。ただし、外用剤に限る。

イヌザンショウ果実。ただし、外用剤に限る。

インチン。ただし、外用剤に限る。

19 インチンコウ。ただし、外用剤に限る。

20 インヨウカク。ただし、外用剤に限る。 イカリソウ

ウイキョウ

ウイキョウ油

ウコン

ウショウ

ウガッコツ

ウナギ

ウノミイ

28 ウヤク。ただし、外用斉Jに限る。

29 ウフウルシ。ただ し、外用剤に限る。
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エイジツ。ただ し、外用剤に限る。

エンゴサク。ただし、外用剤に限る。

エンメイ ノウ。ただ し、外用剤に限る。

オウギ

オウゴン。ただ し、外用者Jに限る。

オウセイ

オウバク。ただし、外用剤に限る。

オウヒ

オウレン。ただし、外用剤に限る。

39 オ リブ油

40 オ レンジ油

41 オ ンジ

カイカ カイカク

カイクジン。ただし、外用剤に限る。

ガイシ。ただし、外用剤に限る。

45 海 藻

ヵイバ。ただし、外用剤に限る。

ガイヨウ。ただ し、外用斉Jに限る。

48 カオ リン

49 カキヨウ

加工大蒜

カゴソウ。ただ し、外用剤に限る。

カシ。ただ し、外用斉1に限る。

カシュウ。ただ し、外用剤に限る。

54 ガジュツ

カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。

カッヨウ。ただし、外用剤に限る。

カッコン。ただし、外用剤に限る。

カ ッセキ。ただ し、外用剤に限る。

カノコノウ
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60 カ ミツ レ

61 カラヨウボク。ただ し、外用斉」に限る。

62 カラトウキ

ガラナ

64 カロコン。ただ し、外用剤に限る。

食
Ｕ カロッ トオイル

66 カロニン

食
Ｕ カワヤナギ。ただ し、外用剤に限る。

68 カンキョウ

69 カ ンシ ョ カンショウ

70 カンブウ

肝臓エキス

肝臓加水分解物

寒梅粉

74 カンピ

カンボウイ。ただ し、外用剤に限る。

月千油

キキョウ

キクカ

キヨク

キササゲ。ただ し、外用剤に限る。

81 キジツ

Ｏ
Ｏ キッピ

83 キバン。ただし、外用斉」に限る。

84 牛角

85 牛骨

86 牛乳タンパク分角子物

キョウオウ。ただ し、外用剤に限る。

88 キ ョウカツ。ただ し、外用剤 に限 る。

89 強月千油

40



90 キ ョウエン。ただし、外用剤に限る。

91 ギョクチク

∩
フ キンギンカ。ただし、外用剤に限る。 ニンドウ

ｎ
フ キンパク

94 クヨシ

クコヨウ。ただし、外用剤に限る。

96 クジン。ただし、外用剤に限る。

97 クマザサ

98 クレンピ。ただし、外用剤に限る。

99 クロレラ

100 ケイシ

ケイヒ

102 ケイ ヒ油

103 ケツメイシ

ケンゴシ。ただ し、外用剤に限る。

105 ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。

106 ゲンジン。ただ し、外用剤に限る。

ゲンチアナ

ゲンノシヨウコ

109 ゲンマイ

玄米麹

コウカ サフリール、ベニバナ

ゴウカイ。ただ し、外用剤に限る。 ゴウカイビ

コウカ油

筆丸抽出物。ただし、外用剤に限る。

115

116

ヨウクジン。ただし、外用剤に限る。

ョウジン

117

118

鉱 泥

ヨウブシ。ただし、外用斉Jに限る。

ョゥムミィ
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120 コウボク。ただし、外用剤に限る。

ゴオウ。ただし、外用剤に限る。

122 ゴ カ ヒ エゾウヨギ、シゴカ

ヨクロジン。ただ し、外用剤に限る。

ヨケモモヨウ。ただ し、外用斉1に限る。

ゴシツ。ただし、外用斉1に限る。

ゴシュユ。ただし、外用斉1に限る。

ヨシ ョウ

ヨズイシ。ただし、外用剤に限る。

129 コトウイ。ただし、外用剤に限る。

130 コ トウエン。ただ し、外用斉Jに限る。

ゴバイシ。ただし、外用剤に限る。

コハ ク

ゴボウシ。ただし、外用剤に限る。

コ マ

ゴマ油

ゴミシ

ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。

ヨロンボ。ただし、外用剤に限る。

ヨンズランゴ。ただ し、外用剤に限る。

140 サイカク

141 サイコ。ただ し、外用剤に限る。

サイシン。ただし、外用剤に限る。

オ
ｔ サフラン

144 ナヨウ。ただし、外用剤に限る。

オ
七 ‖西食台

146 サルカケミカン

オ
生 ナンキライ。ただし、外用剤に限る。

148 ナンザシ

149
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150 サンシュユ

サンショウ

サンショウコン。ただ し、外用剤に限る。

サンソウエン。ただ し、外用斉」に限る。

154 サンナ

155 ナンヤク

156 サンリョウ。ただ し、外用斉Jに限る。

ジオウ。ただ し、外用剤に限る。

シオン。ただ し、外用剤に限る。

159 シクンシ。ただ し、外用剤に限る。

160 ジヨッピ。ただ し、外用斉1に限る。

ン コ ン

ジセキ。ただし、外用剤に限る。

シ ソ

164 シ ツシ

父
Ｕ シソヨウ

シタン

シベ ット。ただし、外用剤に限る。 シベ トール

シャクヤ ク

ジャヨウ。ただ し、外用剤に限る。

ジャショウシ。ただ し、外用剤に限る。

シャジン (砂仁)

シャジン (沙参)。ただ し、外用剤に限る。

シャゼ ンシ

175 シャゼンノウ。ただ し、外用剤に限る。

176 獣 角

絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。

ジュウヤ ク

シュクシャ
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180

シュロヨウ。ただし、外用剤に限る。

ショウキョウ

ショウキョウ油

184 ショウズク

ショウズク油

186 ショウ脳

Ｏ
Ｏ ショウブヨン。ただし、外用剤に限る。 カラムス根

188 ショウマ。ただ し、外用剤に限る。

ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。

190 ジ ョテイ シ

ジ リュウ。ただ し、外用剤に限る。

シンイ。ただ し、外用剤に限る。

シンキク。ただ し、外用剤に限る。 シンギク

194 ジンギョウ。ただ し、外用剤に限る。

195 ジンコウ。ただし、外用剤に限る。

シンジュ (真珠)

心臓エキス

198 シンモ ッヨウ。ただし、外用剤に限る。

スイカ

200 スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。

201 杉菜油

９

乙

０
乙 灰 百草霜

セイ ヒ

204 セイヨウサンザシ クラテグス

つ
と セイヨウ トチノキ種子。ただ し、外用剤に限る。

206 セイヨウヤ ドリギ。ただし、外用剤に限る。

ゼオライ ト。ただ し、外用斉Jに限る。

208 セキイ。 ただ し、外用剤 に限る。

209 セキサン。ただ し、外用斉じに限る。
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210 セキショウコン。ただ し、外用剤に限る。

セッケツメイ

セッコウ。ただし、外用剤に限る。

セッコク。ただし、外用剤に限る。

214 セッコツボク。ただ し、外用剤に限る。 ニワトコ

セ ッコツヨウ。ただ し、外用剤に限る。

セネガ

センキュウ。ただし、外用剤に限る。

218 ゼンヨ。ただし、外用剤に限る。

センコツ。ただし、外用剤に限る。

220 センソ。ただし、外用剤に限る。

221 ゼ ンタイ

222 センタウリウム草。ただし、外用斉Jに限る。

223 センレンシ。ただし、外用剤に限る。

224 ノウキセイ

225 ソウジュツ。ただ し、外用斉」に限る。

226 ソウハ ク ヒ

227 ノウヒョウショウ。ただし、外用剤に限る。

228 ブクダン。ただし、外用剤に限る。

229 ソボク。ただ し、外用剤に限る。

230 ノヨウ

ダイウイキヨウ。ただし、外用剤に限る。

232 ダイオウ。ただ し、外用斉1に限る。

２ ３ ３

一

２ ３４

タイカ。ただ し、外用斉Jに限る。 センタイカ

タイシャセキ。ただ し、外用剤に限る。

２３５

一

２３６

大豆黄巻

タイソウ

237 ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。

238 タクシャ。ただし、外用斉Jに限る。

タチジャコウノウ
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240 ダツラ。ただし、外用剤に限る。

2 4 1

2 4 2

2 4 3

タラ根皮。ただ し、外用剤に限る。

タラ根。ただし、外用剤に限る。

月旦汁

244 タンジン。 ただ し、外用剤に限る。

245 チクジョ。ただ し、外用剤に限る。

246

247 チクヨウ タンチクヨウ

248 チ ミアン油

２４ ９

一

２ ５０

チ モ

チャボ トケイノウ

チャヨウ

252 チユ。ただ し、外用剤に限る。

２ ５３

一

２ ５４

チョウジ チョウヨウ

チョウジ油

255 チョウトウコウ。ただし、外用剤に限る。 カギカズラ

256 チ ョレイ。ただ し、外用剤に限る。

257 チンキ ッピ

258 チンピ

259 ツユクサ。ただ し、外用剤に限る。

260 テ レビン油

テ ンナ ンシ ョウ。ただ し、外用剤 に限 る。

262 テンマ。ただ し、外用剤に限る。

テンモン ドウ。ただし、外用剤に限る。

トウガシ

トウガラシ

266 トウキ

268 トウシンソウ。ただ し、外用剤 に限 る。

269 冬虫夏草。ただし、外用剤に限る。
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270 トウエン

トウヒ

272 トウヒ油

273 動物胆 (ユウタン等) ユウタン、リタン

274 トウモロヨシ

275 トウヤク センブリ

276 ドクカツ。ただ し、外用剤に限る。

277 トケイノウ

278 トシシ。ただ し、外用剤に限る。

279 トショウジツ。ただ し、外用剤に限る。

トチュウ

ドハミッコゥ

282 ドモ ッコウ。ただし、外用剤に限る。

283 ナンテ ンジツ

ナンバンゲ。ただし、外用剤に限る。

285 ニガキ

286 ニクジュヨウ

287 ニクズク

ニクズ ク油

ニュウコウ

ニンジン

ニンエク

292 パールカル ク

293 バクガ

ハクシエン。ただ し、外用剤に限る。 ハクシジン

バクモ ン ドウ

ハゲキテン。ただ し、外用剤に限る。 ハゲキ

297 ハゴシ。ただ し、外用剤に限る。 ホ コツシ

298

299 ハチ ミツ
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ハ ツカ

301 ハ ッカイ。ただ し、外用剤に限る。

ハ ッカ脳

ハ ッカ油

304 ハッカヨウ

305 パッシフローラ

306 ハ トムギ

307 ハマボウフウ

ハマメリス

309 ハ ン ピ 工八結

310 パ ン リバーエキス

ヒカイ。ただ し、外用剤に限る。

ヒシ ノ ミ

ヒハツ。ただ し、外用剤に限る。

ヒマシ油。ただ し、外用斉Jに限る。

ビャクキョウザン。ただし、外用剤に限る。

ビャクシ。ただ し、外用斉Jに限る。

ビャクジュツ。ただし、外用斉Jに限る。 オケラ

ビャクダン。ただし、外用剤に限る。

319 ビャクレン。ただ し、外用剤に限る。

320 ビンロウジ。ただ し、外用剤に限る。

フクボンシ。ただ し、外用剤に限る。

322 ブクリョウ。ただし、外用剤に限る。

ブタ胃壁酸加水分解物

ブタ胃壁ペプシン分解物

325 フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。

326 プランタゴ ・オバタ極子。ただし、外用剤に限る。

327 プランタゴ ・オバタ種皮。ただし、外用剤に限る。

ベアベリー。ただし、外用剤に限る。

ペ クチ ン

330 ベラ ドンナ。ただし、外用剤に限る。
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ペルーハルサム

332 ベルガモ ッ ト油

333 ベ ン トナイ ト

ボウイ。ただ し、外用剤に限る。

335 ボウヨン。ただし、外用剤に限る。

336 ボウショウ

337 ボウフウ。ただ し、外用剤に限る。

338 ホウブシ。ただし、外用斉」に限る。

ホオウ。ただし、外用剤に限る。

340 ホコウエイ

341 ボタンピ。ただ し、外用剤に限る。

342 ホ ップ

343 ポテンティラ。ただし、外用斉Jに限る。

344 ホホバ。ただし、外用剤に限る。

オ
生 ホミカ。ただし、外用剤に限る。

346 ボレイ

347 マオウ。ただ し、外用斉1に限る。

348 マクリ。ただし、外用剤に限る。

349 真昆布

350 マシエン。ただ し、外用剤に限る。

松 葉

マルツエキス

353 マンケイン。ただし、外用剤に限る。

ミズアメ

355 ミツロウ

ムイラプアマ

357 ムラサキオモ ト。ただ し、外用剤に限る。

メリロー ト。ただし、外用剤に限る。

モ クキ ン ピ

モクテンリョウ マタタビ

モクロウ

モッカ。ただし、外用斉Jに限る。

363 モッコウ。ただし、外用剤に限る。

焼セッコウ

食
Ｕ ヤ クチ

ヤクモ ノウ。ただし、外用剤に限る。
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367 八ッロウナギ。ただし、外用剤に限る。

368 ヤラッパ。ただ し、外用剤に限る。

369 ヤラッパ脂。ただ し、外用剤に限る。

370 ユーカ リ油

ユキノシタ

372 ヨウキセキ。ただ し、外用剤に限る。

373 ヨクイエン

374 ラク トサン。ただ し、外用剤に限る。

375 ラジウム鉱砂 恵那ラヂウム鉱砂

376 卵黄油

377 リュウガンニク

378 リュウコツ

379 リュウタン。ただし、外用剤に限る。

380 リュウノウ

リョウキョウ。ただし、外用剤に限る。

レイ ヨウカク

レモ ン油

384 レンギョウ。ただ し、外用剤に限る。

385 レンセンソウ。ただし、外用剤に限る。

386 レンニク

ローズ油

ローヤルゼ リー

389 ロクキン。ただ し、外用斉」に限る。

ロクジョウ

ロクジン。ただし、外用剤に限る。

392 ロクベン。ただ し、外用剤に限る。

393 ロジン (松脂)

ロジン 磁 腎)。ただ し、外用剤に限る。

395 ロッカク

396 ワコウボク。ただ し、外用剤 に限る。

397 ワレリアナ。ただ し、外用剤に限る。

注 1)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれ らの水和物を含めた形で表記

したものであること。また、特に記載がない限り、それ らの光学異性体、立体異

性体及び構造異性体を含む表記であること。

注 2)生 薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、 リスクが明らか

に異なるものについては、末、エキス等の別を表記することクロルプロフェンピ
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リダミンマレアー ト、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、

抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。
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計
算

に
関
す
る
命
令
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令

（内
閣
府

・
農
林
水
産

一
）

〇
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合

会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
等
の

一
部

を
改
正
す
る
命
令

（同
三
）

〔少官
　
　
　
　
△
Ｔ
〕

Ｏ
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の

一

部
を
改
正
す
る
省
令

（総
務
四
五
）

Ｏ
総
務
省
組
織
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
四
一Ｃ

(号  外 )
独立行政法人日立印刷局

め

Ｏ
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
建
設
促
進
法
第

十

一
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省

令
等

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
四
七
）

Ｏ
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の

一
部
を
改
正

す
る
省
令

（同
四
八
）

○
財
務
省
組
織
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（財
務
二
四
）

〇
振
替
国
債
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
へ
の
同

意
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る

省
令

（同
二
五
）

Ｏ
支
出
官
事
務
規
程
等
の

一
部
を
改
正
す
る

ない
〈コ
　
（日円
一
一二ハ
）

Ｏ
特
別
調
達
資
金
会
計
官
及
び
特
別
調
達
資

金
出
納
命
令
宮
支
払
事
務
規
程
等
の

一
部

を
改
正
す
る
省
令

（同
二
七
）

Ｏ
鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
法
施
行
規
則

（財
務

・
文
部
科
学

・
厚
生
労
働

・
農
林

水
産

・
経
済
産
業

・
国
土
交
通

一
）

○
鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
法
に
係
る
民
間
事

業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
三
）

Ｏ
学
校
教
育
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令

（文
部
科
学
五
）

〇
学
校
保
健
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
六
）

○
国
立
大
学
等
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に

関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
七
）

Ｏ
国
立
大
学
法
人
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改

正
す
る
省
令

（同
八
）

Ｏ
国
立
教
育
政
策
研
究
所
組
織
規
則
の

一
部

を
改
正
す
る
省
令

（同
九
）

Ｏ
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出

に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
及
び
文
部

科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行

規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同

一
〇
）

>

〇
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関

す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同

一
こ

Ｏ
文
部
科
学
省
所
管
に
属
す
る
物
品
の
無
償

貸
付
及
び
譲
与
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を

改
正
す
る
省
令

（同

一
二
）

○
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
及

び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定

規
則
及
び
柔
道
整
復
師
学
校
養
成
施
設
指

定
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

一
）

Ｏ
社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療

法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、

様
式
及
び
作

成
方
法
に
関
す
る
規
則
（厚
生
労
働
三
八
）

Ｏ
医
療
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
二
九
）

Ｏ
栄
養
士
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
四
〇
）

○
薬
事
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
四

一
）

Ｏ
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機

構
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
四
二
）

Ｏ
学
校
教
育
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
等

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令

（同
四
三
）

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
を
改
正

す
る
省
令

（同
四
四
）

Ｏ
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、

設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の

一
部
を

改
正
す
る
省
令

（同
四
五
）

Ｏ
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
四
六
）

Ｏ
労
働
安
全
衛
生
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る

省
令

（同
四
七
）

○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保

及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
二
項
の

市
町
村
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
四
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

〇
環
境
衛
生
監
視
員
証
を
定
め
る
省
令
の

一

部
を
改
正
す

る
省
令

（同
四
九
）

〇
墓
地
、

埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
五
〇
）
　

　

九
〇

〇
薬
事
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
五

一
）

Ｏ
薬
剤
師
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る

省
令

（同
五

二
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一

〇
水
道
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
五
三
）

○
水
道
施
設
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
省
令

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
五
四
）
　

　

九
三

〇
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
連

営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
五
五
）

Ｏ
救
急
救
命
士
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定

に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支

局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令

（同
五
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

〇
あ
ん
摩

マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
、

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の

二
及
び
あ
ん
際

マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は

り
師
、

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局

長
及
び
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権

限
を
定
め
る
省
令

（同
五
七
）

Ｏ
診
療
放
射
線
技
師
法
第
二
十
九
条
の
二
及

び
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
第
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方

厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る

省
令

（同
五
八
）

（以
下
次
の
ペ
ー
ジ
ヘ
統
く
）
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（前
の
ベ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

Ｏ
財
務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
に

係
る
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て

現
金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
定

め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
一
四
）

Ｏ
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す

る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の

特
例
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第

一
項
及
び

第
三
項
に
基
づ
き
同
条
第

一
項
に
規
定
す

る
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
各
省
各
庁
の
長

が
保
管
す
る
現
金
及
び
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
歳
入
歳
出

外
現
金
出
納
官
吏
を
指
定
す
る
件
の

一
部

を
改
正
す
る
件

（同

一
一
五
）

Ｏ
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
に

規
定
す
る
同
法
第
二
条
第

一
号
の
入
出
力

装
置
を
設
置
す
る
税
関
の
件
の

一
部
を
改

正
す
る
件

（同

一
一
工０

Ｏ
政
府
短
期
証
券
及
び
割
引
短
期
国
庫
債
券

の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
第
三
条
に
規
定

す
る
者
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る

件

（同

一
一
七
）

○
物
価
連
動
国
債
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令

第
四
条
に
規
定
す
る
者
を
定
め
る
件
の

一

部
を
改
正
す
る
件

（同

一
一
八
）

○
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
十
四
条
及
び
第
十

六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
を
定

め
る
等
の
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
一
九
）

○
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
第
二
十
条
第

一
項

第

一
号
口
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が

定
め
る
資
金
を
定
め
る
件

（平
成
十

一
年

九
月
大
蔵
省
告
示
第
二
百
八
十

一
号
）
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
二
〇
）

○
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
第
二
十
条
第

一
項

第

一
号
口
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が

定
め
る
資
金
を
定
め
る
件

（平
成
十
三
年

二
月
財
務
省
告
示
第
八
十

一
号
）
の

一
部

を
改
正
す
る
件

（同

一
二

じ

○
商
工
組
合
中
夕
と
庫
法
第
三
十
条
ノ
三
の

規
定
に
基
づ
き
、

商
工
組
合
中
央
金
庫
が

そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資

本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
全
部
を
改

正
す
る
件

〈財
務

・
経
済
産
業

一
）

Ｏ
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業

大
臣
及
財
務
大
臣
ガ
定
ム
ル
信
用
供
与
及

自
己
資
本
ノ
計
算
方
法
工
関
シ
必
要
ナ
ル

事
項
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
二
）

Ｏ
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
公
示
す
る

件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（国
税
庁
九
）

○
学
校
法
人
の
寄
附
行
為
及
び
寄
附
行
為
の

変
更
の
認
可
に
関
す
る
審
査
基
準
の
全
部

を
改
正
す
る
件

（文
部
科
学
四

一
）

Ｏ
学
校
設
置
会
社
が
大
学
、

短
期
大
学
者
し

く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
大
学
の
学
部
、

学
部
の
学
科
、

大
学
院
、

大
学
院
の
研
究

科
若
し
く
は
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専

門
学
校
の
学
科
を
設
置
す
る
場
合
の
当
該

大
学
等
の
経
営
に
必
要
な
財
産
等
に
関
す

る
審
査
基
準
の
全
部
を
改
正
す
る
件

（倒
四
二
）

Ｏ
都
道
府
県
に
代
わ

っ
て
高
等
学
校
等
の
生

徒
に
学
資
と
し
て
の
資
金
の
貸
付
け
に
係

る
事
業
を
行
う
法
人
を
指
定
す
る
件

（同
四
三
）

０
補
助
事
業
者
等
が
補
助
事
業
等
に
よ
り
取

得
し
、

又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
の
う

ち
処
分
を
制
限
す
る
財
産
及
び
補
助
事
業

等
に
よ
り
取
得
し
、

又
は
効
用
の
増
加
し

た
財
産
の
処
分
制
限
期
間
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
四
四
）

Ｏ
科
学
研
究
費
補
助
金
取
扱
規
程
の

一
部
を

改
正
す
る
件

（同
四
五
）

○
学
校
教
育
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
告
示
の

整
備
に
関
す
る
告
示

（同
四
六
）

〇

〇
社
会
教
育
に
関
係
の
あ
る
鷲
及
び
社
会
教

育
に
関
係
の
あ
る
事
業
に
お
け
る
業
務
で

あ

っ
て
、

社
会
教
育
主
事
と
し
て
必
要
な

知
識
又
は
技
能
の
習
得
に
資
す
る
も
の
並

び
に
教
育
に
関
す
る
職
の
指
定
の

一
部
を

改
正
す
る
件

（同
四
七
）

Ｏ
学
芸
員
の
試
験
認
定
の
試
験
科
目
に
つ
い

て
の
試
験
を
免
除
す
る
講
習
等
を
指
定
す

る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
四
八
）

Ｏ
学
芸
員
補
の
職
に
相
当
す
る
職
等
を
指
定

す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（同
四
九
）

Ｏ
大
学
、

大
学
院
、

短
期
大
学
及
び
高
等
専

門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
五
〇
）

〇
大
学
、

大
学
院
、

短
期
大
学
及
び
高
等
専

門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
学
を
定
め

る
件

（同
五

一
）

Ｏ
外
国
の
大
学
、

大
学
院
又
は
短
期
大
学
の

課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の

学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ

た
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
程
第

四
条
の
規
定
に
基
づ
く
外
国
の
大
学
の
課

程
を
有
す
る
教
育
施
設
及
び
外
国
の
短
期

大
学
の
課
程
を
有
す
る
教
育
施
設
の
名
称

の
変
更
に
関
す
る
件

（同
五
二
）

〇
学
校
法
人
の
寄
附
行
為
等
の
認
可
申
請
に

係
る
書
類
の
様
式
等
の

一
部
を
改
正
す
る

告
示

（同
五
三
）

Ｏ
学
校
設
置
会
社
の
大
学
等
の
設
置
の
認
可

申
請
に
係
る
書
類
、

書
類
の
様
式
及
び
提

出
部
数
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

（同
五
四
）

〇
公
立
学
校
の
学
校
医
、

学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を

定
め
る
政
令
第

一
条
の
二
第

一
項
及
び
第

一
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

長

期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補

償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及

び
最
高
限
度
額
を
定
め
る
告
示
（同
五
五
）

〇
薬
事
法
第
三
十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号

及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
第

一
類
医
薬
品
及
び
第

二
類
医
薬
品

（厚
生
労
働
六
九
）

〇
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
方

針

（同
七
〇
）

〇
感
染
病
の
予
防
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る

た
め
の
基
本
的
な
指
針
の

一
部
を
改
正
す

る
件

（同
七

一
）

〇
結
核
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
に

関
す
る
件

（同
七
二
）

〇
食
品
、

添
加
物
等
の
規
格
基
準
の

一
部
を

改
正
す
る
件

（同
七
三
）

○
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
の

一
部

を
改
正
す
る
件

（同
七
四
）

Ｏ
資
機
材
等
の
材
質
に
関
す
る
試
験
の

一
部

を
改
正
す
る
件

（同
七
五
）

Ｏ
給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
係

る
試
験
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（同
七
六
）

Ｏ
水
道
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
登
録

し
た
旨
を
公
示
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す

る
件

（同
七
七
）

〇
水
道
法
第
二
十
条
第
二
項
の
登
録
を
し
た

旨
を
公
示
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
七
八
）

○
特
定
保
険
医
療
材
料
及
び
そ
の
材
料
価
格

（材
料
価
格
基
準
）
の

一
部
を
改
正
す
る

件

（同
七
九
）

Ｏ
学
校
教
育
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
等

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の

整
備
等
に
関
す
る
告
示

（同
八
〇
）

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

一
単
位
の
単
価

の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
八

一
）

〇
消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
粂
の
四
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
身

体
障
害
者
用
物
品
及
び
そ
の
修
理
の

一
部

を
改
正
す
る
件

（同
八
二
）

=,1ュ
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Ｏ
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
四
号

学
校
設
置
会
社

の
大
学
等
の
設
置
の
認
可
申
請
に
係
る
書
類
、

書
類
の
様
式
及
び
提
出
部
数
の

一

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
二
月
三
十
日

学
校
設
置
会
社

の
大
学
等
の
設
置
の
認
可
申
請
に
係
る
書
類
、

る
と
口
示

学鉾鍛親雑強唖拘は撃稗∞報縫初婦卿帥端敵賄略韓鞭い書類の様式及び提出部数
（平成十五年文部科

付
表
１
１
１
働
２
中

「離
丹
」
を

「奇
洲
」
に
改
め
る
。

「を軸昨中的ル帥「帥中○中の「叶叶沖『いい一瑚吟「帥帥めり「（中”」抑抽蜘キすお寺］一帥の中筆抑抑鍮柿庁

様
式
第
３
号
働
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岸
　

「酬
委
ゆ
爵
ン
」
付
翌
覇
併
〕
が
締
ゆ
声
再
″
貰
引
Ｓ
溢
逆
騨
募
キ
↓
が
い
併
。

。還悧蝦キ鵬脚郷勝嶋肺随剥瀬鵬輛抑賄湘渕湘聯帳脚軍ゅ‐盟フ酬葦母瞬咄沖０小Ｓ朝寄譜津付科

⑥
紺
　

＞
サ
け
⑤
酬
寄
③
輌
ゆ
丙
き
ｄ

＝
轟
″
酬
譲
ゅ
―
岬
′
朝
覇
■
ド
雌
滓
嚇
小
Ｓ
朝
葦
譜
き
付
訓
灘
対
い
硼
揃

○
　
○
沖
α
⑤
Ｓ
冊
サ
′
朝
軍
ゆ
坊
掲
番
い
き
バ
ラ
が
ゆ
Ａ
Ｓ
購
奇
口
耐
０
師
扇
Ｓ
覗
Ｃ
″
酬
蚕
ゆ
力
苔
Ｓ
弱
ヽ
津

硝
げ
沖
瑞
歯
船
⑤
制
げ
ン
小
③
さ
酬
罫
ゆ
Ｓ
商
さ
弟
肖
乾
認
鞘
【
仰
か
珊
齢

様
式
第
３
号
働
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ゃ
　

「め
Ｎ
甜
出
粛
ン
」
付
翠
諭
併
車
い
読
め
ヽ
再
フ
部
測
消
さ
覗
甜
Ｓ
制
げ
付
■
討
翌
ゆ
角
ン
」
Ｎ
型
苅
併
対
ぶ
飾

ゅ
高
軍
フ
討
〕
ゆ
付
料
臣
キ
い
回
沼
再
さ
村
”
汁
国
幹
紺
Ｓ
酬
め
Ｓ
騨
洋
覗
総
付
小
さ
札
さ
弟
奇
対
が
何
併
。

様
式
第
８
号
働
４
中

「母
那
」
を

「離
丹
」
に
改
め
る
。

様
式
第
９
号
働
５
中

「手
湘
」
を

「離
丹
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、

平
成
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

①
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
五
号

公
立
学
校
の
学
校
医
、

学
校
歯
科
医
及
び
学
校
葉
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令

（昭
和
三
十
二
年

政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第

一
条
の
二
第

一
項
及
び
第

一
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

長
期
療
養
者
の
休
業
補

償
及
び
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
眼
度
額
及
び
最
高
限
度
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
二
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣
　
伊
吹

文

明

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

二
十
五
歳
未
満

年

齢

階

層

六
、

四
七
九
円

六
、

九
七
三
円

七
、　

三
二
三
円

七
、

〇
六
二
円

六
、

四
七
八
円

五
、

七
四
四
円

四
、

八
四
七
円

最
低
限
度
額

二
四
、　

一
六
四
円

二
二
、

九
四

一
円

三
二
、

五
九

一
円

一〇
、

①
八
四
円

六
、

三
四
五
円

三
、

四
六
七
円

三
、

四
六
七
円

最
高
限
度
額

文
部
科
学
大
臣
　
伊
吹
　
文
明

書
類
の
様
式
及
び
提
出
部
数
の

一
部
を
改
正
す

部
を
改
正
す
る
告

七
十
歳
以
上

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

四
、

一
〇
〇

円

四
、

一
①
Ｏ
円

四
、

五
二
九
円

五
、

八
四
三
円

三
、

四
六
七
円

一
四
、

六
〇
八
円

一
三

、　
一
六
四
円

二
三
、

九

二
八
円

附
　
則

こ
の
告
示
は
、

平
成
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
し
、

同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
長
期
療
業
者
の
休

業
補
横
及
び
年
金
た
る
補
険
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
で
同
日
以
後
の
期
間
に
つ

い
て
支
給
す
べ
き
も
の
の
補
僕
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
九
号

薬
事
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三

十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、

薬
事
法
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
及
び
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第

一
類

医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

平
成

十
九
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

薬
事
法
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
及
び
第

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
第

一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品

薬
事
法
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
及
び
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第

一
類
医

薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

第

一
類
医
薬
品

イ
　
葉
事
法
第
十
四
条
の
四
第

一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品
で
あ

っ

て
、

同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す

る
期
間
に

一
年
を
加
え
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の

口
　
薬
事
法
第
十
四
条
第
八
項
第

一
号
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
、

同
法
第
七
十
九
条
第

一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

製
造
販
売
の
承
認
の
条
件

（以
下

「承
認
条
件
」
と
い
う
。

）
と
し
て
当
該
承

認
を
受
け
た
者
に
対
し
製
造
販
売
後
の
安
全
性
に

関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
義
務

（以
下

「調
査
義

務
」
と
い
う
。

）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

（そ

の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ

っ
た
日
後
調
査
期
間

（承
認
条
件
と
し
て
付
さ
れ
た
調
査
期
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。

）
を
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。

）
と

有
効
成
分
、

分
量
、

用
法
、

用
量
、

効
能
、

効
果

等
が
同

一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
で

あ

っ
て
、

調
査
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

の
う
ち
、

調
査
期
間
に

一
年
を
加
え
た
期
間
を
経

過
し
て
い
な
い
も
の

専
ら
ね
ず

み
、

は
え
、

蚊
、

の
み
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
生
物
の
防
除
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
医
薬
品
の
う
ち
、

人
の
身

体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の

（お
薬

又
は
劇
薬
に
限
る
。

）

別
表
第

一
に
掲
げ
る
も
の
、

そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製

剤第
二
類
医
薬
品

専
ら
ね
ず

み
、

は
え
、

蚊
、

の
み
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
生
物
の
防
除
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
医
薬
品
の
う
ち
、

人
の
身

体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の

（議
業

又
は
劇
薬
を
除
く
。

）

専
ら
減
菌
又
は
消
毒
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目

的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
、

人
の
身
体
に

直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の

体
外
診
断
用
医
薬
品

別
表
第
二
に
掲
げ
る
漢
方
処
方
に
基
づ
く
医
薬

品
及
び
こ
れ
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
興
剤

（第

一
類
医
薬
品
を
除
く
。

）

別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
、

そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製

剤

（第

一
類
医
薬
品
を
除
く
。

）

一ア
ゼ
ラ
ス
テ
ン

ア
デ
ノ
シ
ン
三
リ
ン
酸

ア
ミ
ノ
フ
ィ
リ
ン

ケ
ト
チ
フ
ェ
ン

ケ
ト
プ
ロ
フ

ェ
ン
。

た
だ
し
、

貼
，付

剤
に
限
る
。

ジ
エ
チ
ル
ス
チ
ル
ベ
ス
ト
ロ
ー
ル

シ
メ
チ
ジ
ン

ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ

テ
キ
ジ
ウ
ム

テ
オ
フ
ィ
リ
ン

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
エ
ス
テ
ル

ハ

,」
十 十 十 九 八 七 六 五 四 三 二 = 表
二 一

          第
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十
三
　
テ
ル
ビ
ナ
フ
ィ
ン

十
四
　
ト
リ
ア
ム
シ
ノ
ロ
ン
ア
セ
ト
ニ
ド

十
五
　
二
ザ
テ
ジ
ン

十
六
　
フ
ア
モ
テ
ジ
ン

十
七
　
プ
ラ
ノ
プ
ロ
フ
ェ
ン

十
八
　

ミヽ
ノ
キ
シ
ジ
ル

十
九
　
メ
テ
ル
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン

二
十
　
ヨ
ヒ
ン
ピ
ン

二
十

一
　

一Ｚ

一テ
ジ
ン

二
十
二
　
十フ
ノ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

二
十
三
　
ロ
キ
サ
テ
ジ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル

別
表
第
二

一　

安
中
散

一
一　
胃
風
湯

〓
一　
胃
苓
湯

四
　
菌
陳
高
湯

五
　
菌
陳
五
苓
散

一ハ
　
温
経
湯

七
　
温
清
飲

八
　
温
胆
湯

九
　
延
年
半
夏
湯

十
　
黄
者
建
中
湯

十

一　

黄
苓
湯

十
二
　
応
鐘
散

（別
名
有

黄
散
）

十
二
　
黄
連
阿
膠

湯

十
四
　
黄
連
解
毒
湯

十
五
　
黄
連
湯

十
六
　
乙
字
湯

十
七
　
化
食
養
碑
湯

十
八
　
窪
香
正
気
散

十
九
　
葛
根
黄
連
黄
苓
湯

二
十
　
葛
根
紅
花
湯

二
十

一　

葛
根
湯

二
十
二
　
葛
根
湯
加
川
弓

辛
夷

二
十
三
　
加
味
温
胆
湯

二
十
四
　
加
味
帰
陣
湯

二
十
五
　
加
味
解
毒
湯

二
十
六
　
加
味
迫

迄
散

二
十
七
　
加
味
迫

進
散
合
四
物
湯

二
十
八
　
加
味
平
胃
散

二
十
九
　
乾
姜

人
参
半
夏
丸

三
十
　
甘
草
潟
心
湯

二
十

一　
甘
草
湯

三
十
二
　
甘
麦
大
案
湯

三
十
三
　
帰
者
建
中
湯

二
十
四
　
結
梗

湯

三
十
五
　
帰
牌
湯

二
十
六
　
葛

帰
膠

文
湯

三
十
七
　
草

帰
調
血
飲

二
十
八
　
一弓
帰
調
血
飲
第

一
加
減

三
十
九
　
響
声
破
笛
丸

四
十
　
杏

蘇
散

四
十

一　
苦
参
湯

四
十
二
　
駆
風
解
毒
散

（別
名
駆
風
解
毒
湯
）

四
十
三
　
荊
芥
連
超

湯

四
十
四
　
鶏
肝
丸

四
十
五
　
桂
枝
加
黄
者
湯

四
十
六
　
桂
枝
加
葛
根
湯

四
十
七
　
桂
枝
加
陣
朴
杏

仁
湯

（別
名
桂
枝
加
厚
朴

杏

子
湯
）

四
十
八
　
桂
枝
加
芍

薬
生
姜

人
参
湯

四
十
九
　
桂
枝
加
芍

薬
大
黄
湯

五
十
　
桂
枝
加
芍

薬
湯

五
十

一　
桂
枝
加
舟

附
湯

五
十
二
　
桂
枝
加
竜
骨
牡
蛎
湯

五
十
三
　
桂
枝
加
苓

舟

附
湯

五
十
四
　
桂
枝
湯

五
十
五
　
桂
枝
人
参
湯

五
十
六
　
桂
枝
夜
苓

丸

五
十
七
　
桂
枝
夜
苓

丸
料
加
憲
政
仁

五
十
八
　
啓
牌
湯

五
十
九
　
荊
防
敗
毒
散

六
十
　
桂
麻
各
半
湯

六
十

一　
鶏
鳴
故
加
夜
苓

六
十
二
　
堅
中
湯

六
十
三
　
甲
字
湯

六
十
四
　
香
砂
平
胃
散

六
十
五
　
香
砂
養
胃
湯

六
十
六
　
香
砂
六
言
子
湯

六
十
七
　
香
蘇
散

六
十
八
　
厚
朴
生
姜

半
夏
人
参
甘
草
湯

六
十
九
　
五
虎
湯

七
十
　
年
膝
散

七
十

一　

五
積
散

七
十
二
　
年
車
腎
気
丸

七
十
三
　
呉
案
夷
湯

七
十
四
　
五
物
解
毒
散

七
十
五
　
五
林
散

七
十
六
　
五
苓
散

七
十
七
　
柴
陥
湯

七
十
八
　
柴
胡
加
竜
骨
牡
蛎
湯

七
十
九
　
柴
胡
桂
枝
乾
姜

湯

八
十
　
柴
胡
桂
枝
湯

八
十

一　

柴
胡
清
肝
湯

八
十
二
　
柴
芍

六
君
子
湯

八
十
三
　
柴
苓
湯

八
十
四
　
左
突
菅

八
十
五
　
十二
黄
潟
心
湯

（別
名
三
黄
散
）

八
十
六
　
酸
棗
仁
湯

八
十
七
　
一二
物
黄
苓
湯

八
十
八
　
滋
陰
降
火
湯

八
十
九
　
滋
陰
至
宝
湯

九
十
　
紫
雲
菅

九
十

一
　

四
逆
散

九
十
二
　
四
君
子
湯

九
十
三
　
滋
血
潤
腸
湯

九
十
四
　
七
物
降
下
湯

九
十
五
　
実
陣
飲

（別
名
実
碑
湯
）

九
十
六

・柿
帯
湯

九
十
七
　
四
物
湯

九
十
八
　
矢
甘
車
湯

九
十
九
　
芍

薬
甘
車
湯

百
　
鶴
緯
菜
湯

（別
名
三
味
降
鵡
菜
湯
）

百

一　

蛇
床
子
湯

百
二
　
十
全
大
補
湯

百
三
　
十
味
敗
毒
湯

百
四
　
潤
腸
湯

百
五
　
蒸
眼

一
方

百
六
　
生
姜

潟
心
湯

百
七
　
小
建
中
湯

百
八
　
小
柴
胡
湯

百
九
　
小
柴
胡
湯
加
橋
梗

石
菅

百
十
　
小
柴
胡
湯
合
半
夏
厚
朴
湯

（別
名
柴
朴
湯
）

百
十

一　

小
承
気
湯

百
十
二
　
小
青
竜
湯

百
十
三
　
小
青
竜
湯
加
石
雷

百
十
四
　
小
青
竜
湯
合
麻
杏

甘
石
湯

百
十
五
　
叔

梅
湯

百
十
六
　
小
半
夏
加
夜
苓

湯

百
十
七
　
消
風
散

百
十
八
　
升
麻
葛
根
湯

百
十
九
　
逍

迄
散

百
二
十
　
四
苓
湯

百
二
十

一　

辛
夷
清
肺
湯

百
二
十
二
　
秦
充

売

活
湯

百
二
十
三
　
秦
充

防
風
湯

百
二
十
四
　
参
蘇
飲

百
二
十
五
　
神
秘
湯

百
二
十
六
　
参
苓

白
抗

散

百
二
十
七
　
清
肌
安
如
湯

百
二
十
八
　
清
湿
化
友
湯

百
二
十
九
　
清
上
鋳
痛
湯

（別
名
駆
風
触
痛
湯
）

百
三
十
　
清
上
防
風
湯

百
三
十

一　

清
暑
益
気
湯

百
三
十
二
　
清
心
蓮
子
飲

百
三
十
三
　
油
肺
湯

百
三
十
四
　
折
衝
飲

百
三
十
五
　
川
弓

茶
調
散

百
三
十
六
　
千
金
鶏
鴫
散

百
三
十
七
　
銭
氏
白
荒

散

．

百
三
十
八
　
疎
経
活
血
湯

百
三
十
九
　
蘇
子
降
気
湯

百
四
十
　
大
黄
甘
草
湯

百
四
十

一　

大
黄
牡
丹
皮
湯

百
四
十
二
　
大
建
中
湯

百
四
十
三
　
大
柴
胡
湯

百
四
十
四
　
大
半
夏
湯

百
四
十
五
　
竹
茄
温
胆
湯

百
四
十
六
　
治
打
撲

一
方

百
四
十
七
　
治
頭
婚

一
方

百
四
十
八
　
中
黄
膏
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百
四
十
九
　
調
胃
承
気
湯

百
五
十
　
丁
香
柿
帯
湯

百
五
十

一　
釣
藤
散

百
五
十
二
　
猪
苓
湯

百
五
十
三
　
猪
苓
湯
合
四
物
湯

百
五
十
四
　
通
導
散

百
五
十
五
　
桃
核
承
気
湯

百
五
十
六
　
当
帰
飲
子

百
五
十
七
　
当
帰
建
中
湯

百
五
十
八
　
当
帰
散

百
五
十
九
　
当
帰
四
逆
加
呉
茶
東
生
姜

っ湯

百
六
十
　
当
帰
四
逆
湯

百
六
十

一　

当
帰
芍

薬
散

百
六
十
二
　
当
帰
湯

百
六
十
三
　
当
帰
貝
母
苦
参
丸
料

百
六
十
四
　
独
活
葛
根
湯

百
六
十
五
　
独
活
湯

百
六
十
六
　
一
一舟

湯

百
六
十
七
　
一
一陳
湯

百
六
十
八
　
女
神
散

（別
名
安
栄
湯
）

百
六
十
九
　
人
参
湯

（別
名
理
中
丸
）

百
七
十
　
人
参
養
栄
湯

百
七
十

一　

排
腱
散

百
七
十
二
　
排
膿
湯

百
七
十
三
　
麦
門
冬
湯

百
七
十
四
　
八
味
地
黄
丸

（別
名
八
味
丸
）

百
七
十
五
　
八
味
迫

避
散

百
七
十
六
　
半
夏
厚
朴
湯

百
七
十
七
　
半
夏
潟
心
湯

百
七
十
八
　
半
夏
白
流

天
麻
湯

百
七
十
九
　
白
虎
加
桂
枝
湯

百
八
十
　
白
虎
加
入
参
湯

百
八
十

一　

白
虎
湯

百
八
十
二
　
不
換
金
正
気
散

百
八
十
三
　
伏
竜
肝
湯

百
八
十
四
　
夜
苓

飲

百
八
十
五
　
夜
苓

飲
加
半
夏

百
八
十
六
　
夜
苓

っ飲
合
半
夏
厚
朴
湯

百
八
十
七
　
一伏
苓

，沢
椀
湯

百
八
十
八
　
分
消
湯

百
八
十
九
　
平
胃
散

百
九
十
　
防
已
茸
名
湯

百
九
十

一　

防
己
状
苓

湯

百
九
十
二
　
防
風
通
聖
散

百
九
十
三
　
補
気
建
中
湯

（別
名
補
気
健
中
湯
）

百
九
十
四
　
補
中
益
気
湯

百
九
十
五
　
補
肺
湯

百
九
十
六
　
麻
黄
湯

百
九
十
七
　
麻
杏

甘
石
湯

百
九
十
八
　
麻
杏

意
甘
湯

百
九
十
九
　
麻
子
仁
丸

二
百
　
楊
柏
散

二
百

一　

意
政
仁
湯

二
百
二
　
抑
肝
散

二
百
三
　
抑
肝
散
加
陳
皮
半
夏

二
百
四
　
一ハ
君
子
湯

二
百
五
　
工堂
効
散

二
百
六
　
竜
胆
潟
肝
湯

二
百
七
　
苓

妻
ぅ

崩
っ甘

湯

二
百
八
　
苓

樹
甘
案
湯

二
百
九
　
苓

樹
崩
っ甘

湯

二
百
十
　
一ハ
味
丸

（別
名
六
味
地
黄
丸
）

別
表
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

無
機
薬
品
及
び
有
機
薬
品

一
　

ア
ク
リ
ノ
ー
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一
一　
ア
ス
ピ
リ
ン

〓
一　
ア
セ
ト
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ン

四
　
ア
ド
レ
ナ
リ
ン

（別
名
エ
ピ
ネ
フ
リ
ン
）

五
　
サ

ミ
ノ
安
息
香
酸

エ
チ
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤

（坐
剤
を
除
く
。

）
を
除
く
。

一ハ
　
ア
モ
ロ
ル
フ
ィ
ン

七
　
ア
リ
メ
マ
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
　
ア
リ
ル
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
セ
チ
ル
尿
蒸

九
　
ア
ル
ジ
オ
辛
サ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
　
ア
ロ
ク
ラ
ミ
ド

十

一　

安
息
香
酸
。

た
だ
し
、

外
用
剤

（吸
入
剤
を
除

く
。

）
を
除
く
。

十
二
　
イ
ソ
チ
ベ
ン
ジ
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
三
　
イ
ソ
プ

ロ
パ
ミ
ド

十
四
　
イ
ツ
プ

ロ
ピ
ル
ア
ン
チ
ピ
リ
ン

十
五
　
イ
ブ
プ

ロ
フ
エ
ン

十
六
　
イ
ブ
プ

ロ
フ
エ
ン
ピ
コ
ノ
ー
ル

十
七
　
イ
プ
ロ
ヘ
プ
テ
ン

十
八
　
イ
ン
ド
メ
タ
シ
ン

十
九
　
ウ
フ
エ
ナ
マ
ー
ト

二
十
　
エ
キ
サ
ラ
ミ
ド
　
　
　
‐

二
十

一
　

エ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

二
十
二
　
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル

二
十
三
　
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル
安
息
香
酸
エ
ス
テ
ル

二
十
四
　
エ
タ
ノ
ー
ル
。

た
だ
し
、

内
用
剤
及
び
外
用

剤

（化
鵬
性
疾
病
用
薬
を
除
く
。

）
を
除
く
。

二
十
五
　
エ
チ
エ
ル
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル

二
十
六
　
エ
テ
ル
シ
ス
テ
イ
ン

二
十
七
　
エ
テ
ン
ザ
ミ
ド

二
十
八
　
エ
フ
ェ
ド
リ
ン

二
十
九
　
エ
ル
ゴ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
又
は
コ
レ
カ
ル

シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
　
オ
キ
シ
キ
ノ
リ
ン

三
十

一　

オ
キ
シ
ヨ
ナ
ゾ
ー
ル

三
十
二
　
オ
キ
シ
フ
ェ
ン
サ
イ
ク
リ
ミ
ン

二
十
三
　
オ
キ
シ
ポ
リ
エ
ト
キ
シ
ド
デ
カ
ン

三
十
四
　
オ
キ
セ
サ
ゼ
イ
ン

三
十
五
　
カ
イ
エ
ン
酸

三
十
六
　
カ
サ
ン
ト
ラ
ノ
ー
ル

三
十
七
　
可
溶
性
含
糖
酸
化
鉄

三
十
八
　
カ
ル
ビ
ノ
キ
サ
ミ
ン

三
十
九
　
カ
ル
ボ
シ
ス
テ
イ
ン

四
十
　
還
元
鉄

四
十

一　
グ
ア
ヤ
コ
ー
ル

四
十
二
　
グ
ア
ヤ
コ
ー
ル
ス
ル
ホ
ン
酸

四
十
三
　
ク
エ
ン
酸
鉄

四
十
四
　
グ
リ
セ
オ
フ
ル
ビ
ン

四
十
五
　
グ
リ
セ
リ
ン
。

た
だ
し
、

内
用
剤
及
び
外
用

剤

（浣
腸
剤
を
除
く
。

）
を
除
く
。

四
十
六
　
グ
リ
セ
リ
ン
モ
ノ
グ
ア
ヤ
ヨ
ー
ル
エ
ー
テ
ル

四
十
七
　
ク
レ
オ
ソ
ー
ト

四
十
八
　
ク
レ
ゾ
ー
ル

四
十
九
　
ク
レ
ゾ
ー
ル
ス
ル
ホ
ン
酸

五
十
　
ク
レ
マ
ス
テ
ン

五
十

一
　

ク
ロ
ト
リ
マ
ゾ
ー
ル

五
十
二
　
ク
ロ
ペ
ラ
ス
テ
ン

五
十
三
　
ク
ロ
モ
グ
リ
ク
酸

五
十
四
　
ク
ロ
ラ
ム
フ
ェ
エ
コ
ー
ル

五
十
五
　
ク
ロ
ル
ゾ
キ
サ
ゾ
ン

五
十
六
　
ク
ロ
ル
フ
ェ
エ
ラ
ミ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤

（坐
剤
及
び
点
鼻
剤
を
除
く
。

）
を
除
く
。

五
十
七
　
ク
ロ
ル
ヘ
キ
シ
ジ
ン

五
十
八
　
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
。

た
だ
し
、

外
用
剤

を
除
く
。

五
十
九
　
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

六
十
　
ケ
ト
プ

ロ
フ
エ
ン
。

た
だ
し
、

貼

付
剤
を
除

六
十

一
　

コ
いア
イ
ン

六
十
二
　
コ
リ
ス
テ
ン

六
十
三
　
コ
ル
チ
ゾ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル

六
十
四
　
サ
ザ
ビ
リ
ン

六
十
五
　
サ
ナ
生ル
ミ
ン

六
十
六
　
サ
リ
テ
ル
ア
ミ
ド

六
十
七
　
サ
リ
テ
ル

・
ミ
ョ
ウ
バ
ン
散

六
十
八
　
サ
リ
テ
ル
酸

六
十
九
　
サ
リ
テ
ル
酸
フ
ェ
エ
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤

を
除
く
。

七
十
　
酸
化
鉛

七
十

一
　

サ
ン
ト
ニ
ン

七
十
二
　
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

七
十
二
　
ジ
エ
テ
ル
ジ
テ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸

七
十
四
　
ジ
オ
ク
テ
ル
ソ
ジ
ウ
ム
ス
ル
ホ
サ
ク
シ
ネ
ー

ト

七
十
五
　
歯
科
用
フ
ェ
ノ
ー
ル
カ
ン
フ
ル

七
十
六
　

ンヽ
ク

ロ
ピ
ロ
ク
ス
オ
ラ
ミ
ン

七
十
七
　
ジ
ク

ロ
ル
イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸

七
十
八
　
ジ
サ
イ
ク
ロ
ミ
ン

七
十
九
　
次
サ
リ
テ
ル
酸
ビ
ス
マ
ス

八
十
　
次
硝
酸
ビ
ス
マ
ス
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十

一
　

次
炭
酸
ビ
ス
マ
ス

八
十
二
　

ンヽ
ツ
カ
エ
ン

八
十
三
　
本ン
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

八
十
四
　
ドン
ヒ
ド
ロ
ヨ
デ
イ
ン

八
十
五
　
いン
フ

エ
テ
ロ
ー
ル

八
十
六
　
ドン
フ

エ
ニ
ド
ー
ル

八
十
七
　
ゃン
フ

エ
エ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ノ
メ
チ
ル
ジ
オ
キ
ソ

ラ

ン

八
十
八
　
やン
フ

エ
エ
ル
ピ
ラ
リ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤

（坐
剤
を
除
く
。

）
を
除
く
。

八
十
九
　
ドン
フ

エ
ン
ヒ
ド
ラ
ミ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤

（坐
剤
及
び
点
鼻
剤
を
除
く
。

）
を
除
く
。

九
十
　
ボン
ブ
カ
イ
ン

九
十

一
　

ジ
ブ

ナ
ー
ト

九
十
二
　
ジ
プ

ロ
フ
イ
リ
ン

九
十
二
　
次
没
食
子
酸
ビ
ス
マ
ス
。

た
だ
し
、

外
用
剤

を
除
く
。

九
十
四
　
ゃン
メ
ン
ヒ
ド
リ
ナ
ー
ト

九
十
五
　

ンヽ
ュ
ウ
酸
セ
リ
ウ
ム

九
十
六
　
水
酸
化
ア
ル
ミ
ナ
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

九
十
七
　
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
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九
十
八
　
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

・
炭
酸
カ
ル
シ
ウ

ム

・
炭
酸

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
共
沈
生
成
物

九
十
九
　
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

・
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ

ウ
ム
共
沈
生
成
物

百
　
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

・
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

百

一　

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

百
二
　
水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

・
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

カ
リ
ウ
ム
共
沈
生
成
物

百
三
　
ス
ク
ラ
ル
フ
ア
ー
ト

百
四
　
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン

百
五
　
ス
ト
マ
ク
シ
ン

百
六
　
ス
ル
コ
ナ
ゾ
ー
ル

百
七
　
ス
ル
フ
ア
ジ
ア
ジ
ン

百
八
　
ス
ル
フ
ア
ミ
ン

百
九
　
ス
ル
フ
ア
メ
ト
キ
サ
ゾ
ー
ル

百
十
　
ス
ル
フ
イ
ソ
キ
サ
ゾ
ー
ル

百
十

一
　

ス
ル
フ
イ
ソ
ミ
ジ
ン

百
十

二
　
セ
キ
サ
ノ
ー
ル

百
十
三
　
セ
ト
リ
ミ
ド

百
十
四
　
セ
ン
ノ
シ
ド

百
十
五
　
ソ
フ
ア
ル
コ
ン

百
十
六
　
的灰
酸
鉛
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

百
十
七
　
タ
ン
エ
ン
酸
ア
ル
ブ
ミ
ン

百
十
八
　
チ
オ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

百
十
九
　
チ
ペ
ピ
ジ
ン

百
二
十
　
チ
メ
ピ
ジ
ウ
ム

百
二
十

一　
ぶア
イ
ー
ト

百
二
十
二
　
テ
オ
ブ

ロ
ミ
ン

百
二
十
三
　
さア
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン

百
二
十
四
　
いア
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル

百
二
十
五
　
デ
キ
ス
ト
ロ
メ
ト
ル
フ
ア
ン

百
二
十
六
　
】イ
ン
ツ
ト

百
二
十
七
　
ヤＴ
ン
ツ
ト

・
デ
シ
チ
ン

百
二
十
八
　
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ブ
リ
ン

百
二
十
九
　
テ
プ
レ
ノ
ン

百
三
十
　
デ
メ
テ
ル
ク
ロ
ル
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン

百
三
十

一
　

ト
リ
ク
ロ
ル
イ
ツ
シ
ア
ヌ
ル
酸

百
三
十
二
　
ト
リ
コ
マ
イ
シ
ン

百
三
十
三
　
ト
リ
プ

ロ
リ
ジ
ン

百
三
十
四
　
ト
リ
ペ
レ
ナ
ミ
ン

百
三
十
五
　
ト
リ
メ
テ
ル
セ
テ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ベ
ン

タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ネ
ー
ト

百
三
十
六
　
ト
リ
メ
ト
キ
ノ
ー
ル

百
三
十
七
　
ト
リ
メ
ブ
チ
ン

百
三
十
八
　
ト
ル
シ
ク
ラ
ー
ト

百
三
十
九
　
ト
ル
ナ
フ
タ
ー
ト

百
四
十
　
ト
ン
ジ
ル
ア
ミ
ン

百
四
十

一
　

ナ
イ
ス
タ
チ
ン

百
四
十
二
　
ナ
フ
ァ
ゾ
リ
ン

百
四
十
三
　
一一
コ
チ
ン

百
四
十
四
　
二
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

百
四
十
五
　
乳
酸
鉄

百
四
十
六
　
ネ
チ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

百
四
十
七
　
バ
シ
ト
ラ
シ
ン

百
四
十
八
　
パ
パ
ベ
リ
ン

百
四
十
九
　
ハ
ロ
プ
ロ
ジ
ン

百
五
十
　
ピ
コ
ス
ル
フ
ァ
ー
ト

百
五
十

一
　

ビ
サ
コ
ジ
ル

百
五
十
二
　
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
油
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

′
、
。

百
五
十
三
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ナ
フ
ト
エ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

百
五
十
四
　
ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン

百
五
十
五
　
ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル

百
五
十
六
　
ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン
酪
酸
エ
ス
テ
ル

百
五
十
七
　
ヒ
ド
ロ
タ
ル
サ
イ
ト

百
五
十
八
　
ビ
フ
オ
ナ
ゾ
ー
ル

百
五
十
九
　
ピ
ペ
ラ
ジ
ン

百
六
十
　
ピ
ペ
リ
ジ
ル
ア
セ
テ
ル
ア
ミ
ノ
安
息
香
酸
エ

テ
ル

百
六
十

一　

ピ
ル
ビ
ニ
ウ
ム

百
六
十
二
　
ピ
レ
ン
ゼ
ピ
ン

百
六
十
三
　
ピ
ロ
ー
ル
ニ
ト
リ
ン

百
六
十
四
　
ピ
ロ
キ
シ
カ
ム

百
六
十
五
　
ピ
ロ
ク
ト
ン
オ
ラ
ミ
ン

百
六
十
六
　
ピ
ロ
リ
ン
酸
鉄

百
六
十
七
　
フ
ィ
ト
ナ
ジ
オ
ン

百
六
十
八
　
フ
ィ
ロ
キ
ノ
ン

百
六
十
九
　
フ
ェ
ニ
ラ
ミ
ン

百
七
十
　
フ
ェ
エ
レ
フ
リ
ン

百
七
十

一
　

フ
ェ
ネ
タ
ジ
ン

百
七
十
二
　
フ
ェ
ノ
ー
ル

百
七
十
二
　
フ
ェ
ノ
ー
ル

・
亜
鉛
華
リ
ニ
メ
ン
ト

百
七
十
四
　
フ
ェ
ノ
ト
リ
ン

百
七
十
五
　
フ
ェ
ル
ビ
ナ
ク

百
七
十
六
　
プ
ソ
イ
ド
エ
フ
ェ
ド
リ
ン

百
七
十
七
　
ブ
テ
ル
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン

百
七
十
八
　
ブ
テ
ナ
フ
ィ
ン

百
七
十
九
　
ブ
フ
エ
キ
サ
マ
ク

百
八
十
　
フ
マ
ル
酸
鉄

百
八
十

一
　

フ
ラ
ジ
オ
マ
イ
シ
ン

百
八
十
二
　
フ
ル
オ
シ
ノ
ロ
ン
ア
セ
ト
ニ
ド

百
八
十
三
　
プ
レ
ド
エ
プ
ロ
ン

百
八
十
四
　
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル

百
八
十
五
　
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
吉
草
酸
エ
ス
テ
ル

百
八
十
六
　
プ
ロ
カ
イ
ン

百
八
十
七
　
プ
ロ
キ
シ
フ
ィ
リ
ン

百
八
十
八
　
ブ
ロ
ム
ヘ
キ
シ
ン

百
八
十
九
　
ブ
ロ
ム
ワ
レ
リ
ル
尿
素

百
九
十
　
プ
ロ
メ
タ
ジ
ン

百
九
十

一
　

ヘ
キ
サ
ミ
ン

百
九
十
二
　
ベ
タ
ネ
コ
ー
ル

百
九
十
二
　
べ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ
ス
テ
ル

百
九
十
四
　
ヘ
パ
リ
ン
類
似
物
質

百
九
十
五
　
ベ
ラ
ド
リ
ン

百
九
十
六
　
ベ
ラ
ド
ン
ナ
総
ア
ル
カ
ロ
イ
ド

百
九
十
七
　
ベ
リ
フ
ェ
ル
ミ
ン

百
九
十
八
　
ベ
ル
ベ
リ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
九
十
九
　
ベ
ン
ト
キ
シ
ベ
リ
ン

二
百
　
ベ
ン
ト
キ
シ
ペ
ン
タ
ン

二
百

一
　

ホ
モ
ス
ル
フ
ァ
ミ
ン

二
百
二
　
ポ
リ
エ
テ
レ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸

二
百
三
　
マ
ー
キ
ュ
ロ
ク
ロ
ム

二
百
四
　
ヽヽ
ヽ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

二
百
五
　
メ
キ
タ
ジ
ン

二
百
六
　
メ
ク
リ
ジ
ン

二
百
七
　
メ
タ
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
百
八
　
メ
タ
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

二
百
九
　
メ
テ
キ
セ
ン

二
百
十
　
メ
テ
ル
ア
ト
ロ
ピ
ン

二
百
十

一
　

メ
テ
ル
ア
ニ
ソ
ト
ロ
ピ
ン

二
百
十
二
　
メ
チ
ル
エ
フ
ェ
ド
リ
ン

二
百
十
二
　
メ
テ
ル
オ
ク
タ
ト
ロ
ピ
ン

二
百
十
四
　
メ
テ
ル
シ
ス
テ
イ
ン

二
百
十
五
　
メ
テ
ル
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン

二
百
十
六
　
メ
チ
ル
ヒ
ヨ
ス
テ
ア
ミ
ン

二
百
十
七
　
メ
チ
ル
ベ
ナ
ク
テ
ジ
ウ
ム

二
百
十
八
　
メ
ト
カ
ル
バ
モ
ー
ル

二
百
十
九
　
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ナ
ミ
ン

二
百
二
十
　
メ
ト
ジ
ラ
ジ
ン

二
百
二
十

一
　

メ
ピ
バ
カ
イ
ン

二
百
二
十
二
　
メ
ブ
ヒ
ド
ロ
リ
ン

二
百
二
十
三
　
メ
プ
リ
ル
カ
イ
ン

二
百
二
十
四
　
モ
ノ
ニ
ト
ロ
グ
ア
ヤ
コ
ー
ル

二
百
二
十
五
　
ラ
ウ
オ
ル
フ
ィ
ア
セ
ル
ベ
ン
チ
ナ
総
ア

ル
カ
ロ
イ
ド

二
百
二
十
六
　
ラ
ク
テ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ジ
ン

二
百
二
十
七
　
リ
ド
カ
イ
ン

二
百
二
十
八
　
リ
ト
ス
ペ
ー
ル

二
百
二
十
九
　
硫
酸
コ
バ
ル
ト

二
百
三
十
　
硫
酸
鉄

二
百
三
十

一
　

硫
酸
銅

二
百
三
十
二
　
硫
酸
マ
ン
ガ
ン

二
百
三
十
二
　
レ
ゾ
ル
シ
ン

二
百
三
十
四
　
レ
チ
ノ
ー
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

′
、
。

二
百
三
十
五
　
レ
チ
ノ
ー
ル
酢
酸

エ
ス
テ
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
百
三
十
六
　
レ
テ
ノ
ー
ル
パ
ル
ミ
チ
ン
酸

エ
ス
テ

ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
百
三
十
七
　
ロ
ー
ト
エ
キ
ス
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を

除
く
。

二
百
三
十
八
　
ロ
ー
ト
根
総
ア
ル
カ
ロ
イ
ド

二
百
三
十
九
　
ロ
ベ
ラ
ミ
ド

生
豪
及
び
動
梅
物
成
分

一　
赤
カ
シ
ュ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一
一　
亜
麻
仁
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

〓
一　
ア
ル
ニ
カ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
　
ア
ン
ズ
オ
ー
ル
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
　
ア
ン
ソ
ツ
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一ハ
　
イ
テ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
　
イ
ヌ
ザ
ン
シ
ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
　
イ
ヌ
ザ
ン
シ
ョ
ウ
果
実
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

九
　
イ
レ
イ
セ
ン

十
　
イ
ン
チ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十

一
　

イ
ン
チ
ン
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
二
　
イ
ン
ヨ
ウ
カ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
三
　
ウ
ヤ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
四
　
ウ
ワ
ウ
ル
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
五
　
エ
イ
ジ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
六
　
エ
ゾ
ノ
レ
ン
リ
ソ
ウ

十
七
　
エ
ン
ゴ
サ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
八
　
エ
ン
メ
イ
ソ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

十
九
　
オ
ウ
ゴ

ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
　
オ
ウ
バ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十

一　

オ
ウ
レ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
二
　
カ
イ
ク
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
三
　
ガ
イ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
四
　
カ
イ
バ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
五
　
ガ
イ
ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
六
　
加
エ
ブ
シ

二
十
七
　
カ
ゴ

ソ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
八
　
カ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
十
九
　
カ
シ

ュ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。
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三
十
　
カ
ス
カ
ラ
サ
グ
ラ
ダ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

′
、
。

三
十

一　
カ
ツ
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
二
　
カ
ツ
コ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
三
　
カ
ッ
セ
キ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
四
　
カ
ラ
コ
ウ
ボ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
五
　
カ
ロ
コ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
六
　
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
七
　
カ
ン
シ
ョ
ウ

コ
ウ

三
十
八
　
カ
ン
ボ
ウ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

三
十
九
　
キ
サ
サ
ゲ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十
　
キ
バ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十

一　

キ
ョ
ウ
オ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十
二
　
キ
ョ
ウ
カ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十
三
　
キ

ョ
ウ

エ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十
四
　
キ
ン
ギ
ン
カ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十
五
　
ク
コ
ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十
六
　
ク
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

四
十
七
　
ク
エ
ン

四
十
八
　
ク
バ
ク

四
十
九
　
ク
レ
ン
ピ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
十
　
ケ
イ
ガ
イ

五
十

一　

ケ
イ
ガ
イ
ホ

五
十
二
　
ケ
ン
ゴ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
十
三
　
ケ
ン
ゴ

シ
脂
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
十
四
　
ゲ
ン
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
十
五
　
コ
ウ

エ
ン

五
十
六
　
ゴ
ウ
カ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
十
七
　
睾
丸
抽
出
物
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
十
八
　
コ
ウ
ク
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

五
十
九
　
コ
ウ
ブ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十
　
コ
ウ
ボ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十

一　

ゴ
オ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十
二
　
ヨ
ク
ロ
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十
三
　
コ
ケ
モ
モ
ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十
四
　
ゴ
シ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十
五
　
ゴ
シ
ユ
ユ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一ハ
‐千
一ハ　
　
コ
やン
ョ
ウ
コ

／ヽ

六
十
七
　
コ
ズ
イ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十
八
　
ヨ
ト
ウ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

六
十
九
　
コ
ト
ウ
エ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
　
ゴ
バ
イ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十

一　

ゴ
ボ
ウ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
二
　
ゴ
レ
イ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
三
　
ヨ
ロ
ン
ポ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
四
　
コ
ン
ズ
ラ
ン
ゴ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
五
　
サ
イ
コ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
六
　
サ
イ
シ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
七
　
サ
ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
八
　
サ
ン
キ
ラ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

七
十
九
　
サ
ン
シ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
　
サ
ン
シ
ョ
ウ
コ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十

一　

サ
ン
ソ
ウ
エ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
二
　
サ
ン
リ
ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
三
　
ゃン
オ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
四
　

ンヽ
オ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
五
　

ンヽ
ク
ン
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
六
　
ジ
コ
ツ
ピ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
七
　
ドン
セ
キ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
八
　

ンヽ
ツ
リ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

八
十
九
　

ンヽ
ベ
ツ
ト
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

九
十
　

ンヽ
ヤ
ク
ナ
ゲ
ヨ
ウ

九
十

一　

ジ
ャ
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

九
十
二
　
ジ
ャ
シ
ョ
ウ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

九
十
三
　
沙
参
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

九
十
四
　

ンヽ
ャ
ゼ
ン
ソ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
↓

九
十
五
　
械

毛
組
織
加
水
分
解
物
。

た
だ
し
、

外
用

剤
を
除
く
。

九
十
六
　

ンヽ
ュ
ロ
ジ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

九
十
七
　

ンヽ
ュ
ロ
ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

九
十
八
　

ンヽ
ョ
ウ
ブ
コ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
ぐ
。

九
十
九
　

ンヽ
ョ
ウ
マ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
　
静
脈
血
管
叢
エ
キ
ス

百

一
　

ンヽ
ョ
ウ
レ
ン
ギ

ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

′
、
。

百
二
　

ンヽ
リ
ュ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
三
　

ンヽ
ン
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
四
　

イヽ
ン
キ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
五
　
ボイ
ン
ギ

ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
六
　
ジ
ン
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
七
　

イヽ
ン
モ
ッ
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
八
　
ス
イ
サ
イ
ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
九
　
ズ
シ

百
十
　
セ
イ
ヨ
ウ
ト
テ
ノ
キ
種
子
。

た
だ
し
、

外
用
剤

を
除
く
。

百
十

一
　

セ
イ
ヨ
ウ
ヤ
ド
リ
ギ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を

除
く
。

百
十
二
　
ゼ
オ
ラ
イ
ト
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
十
三
　
セ
キ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
十
四
　
セ
キ
サ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
十
五
　
セ
キ
シ
ョ
ウ
コ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

ど
、
。

百
十
六
　
セ
ツ
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
十
七
　
セ
ツ
コ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
十
八
　
セ
ツ
コ
ツ
ボ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
十
九
　
セ
ツ
コ
ツ
ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
二
十
　
セ
ン
キ

ュ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
二
十

一
　
ゼ
ン
コ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
二
十
二
　
セ
ン
コ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
二
十
三
　
セ
ン
ソ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
二
十
四
　
茜
草

百
二
十
五
　
セ
ン
タ
ウ
リ
ウ
ム
草
。

た
だ
し
、

外
用
剤

を
除
く
。

百
二
十
六
　
セ
ン
ナ

百
二
十
七
　
セ
ン
ナ
ジ
ツ

百
二
十
八
　
セ
ン
ナ
ヨ
ウ

百
二
十
九
　
セ
ン
プ
ク
カ

百
三
十
　
セ
ン
レ
ン
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
三
十

一
　

ソ
ウ
ジ

百
三
十
二
　
ソ
ウ
ジ

ュ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
三
十
二
　
ソ
ウ
ヒ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤

を
除
く
。

百
三
十
四
　
ゾ
ク
ダ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
三
十
五
　
ソ
ボ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
三
十
六
　
ダ
イ
ウ
イ
キ

ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を

除
く
。

百
三
十
七
　
ダ
イ
オ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
三
十
八
　
タ
イ
カ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
三
十
九
　
タ
イ
シ
ャ
セ
キ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

ど
、
。

百
四
十
　
胎
盤

百
四
十

一　

胎
盤
加
水
分
解
物

百
四
十
二
　
ダ
イ
フ
ウ
シ

百
四
十
三
　
ダ
イ
フ
ク
ヒ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
四
十
四
　
タ
ク
シ
ャ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
四
十
五
　
ダ
ツ
ラ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
四
十
六
　
タ
ラ
根
皮
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
四
十
七
　
タ
ラ
根
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
四
十
八
　
タ
ン
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
四
十
九
　
テ
ク
ジ
ョ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
ぐ
。

百
五
十
　
チ
ユ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
五
十

一　

チ
ョ
ウ
ト
ウ

ヨ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を

除
く
。

百
五
十
二
　
チ
ョ
レ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
五
十
三
　
ツ
ユ
ク
サ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
五
十
四
　
テ
イ
レ
キ
シ

百
五
十
五
　
一イ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を

除
く
。

百
五
十
六
　
テ
ン
マ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
五
十
七
　
テ
ン
モ
ン
ド
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

で
、
。

百
五
十
八
　
ト
ウ
ジ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
五
十
九
　
ト
ウ
シ
ン
ソ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

百
六
十
　
冬
虫
夏
草
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
六
十

一　

ド
ク
カ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
六
十
二
　
ト
コ
ン

百
六
十
三
　
ト
シ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
六
十
四
　
ト
シ
ョ
ウ
ジ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

百
六
十
五
　
ド
モ
ッ
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
六
十
六
　
ナ
ン
テ
ン

百
六
十
七
　
ナ
ン
バ
ン
ゲ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
六
十
八
　
バ
イ
モ

百
六
十
九
　
ハ
ク
シ
エ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
七
十
　
ハ
ク
セ
ン
ピ

百
七
十

一
　

ハ
ゲ
キ
テ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
七
十
二
　
ハ
ゴ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
七
十
三
　
バ
シ
ョ
ウ
コ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

イ
、
。

百
七
十
四
　
ハ
ッ
カ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
七
十
五
　
ハ
ツ
カ
イ
ヒ

百
七
十
六
　
バ
ツ
カ
ツ

百
七
十
七
　
ハ
ン
ゲ

百
七
十
八
　
ハ
ン
ペ
ン
レ
ン

百
七
十
九
　
ヒ
カ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
八
十
　
ヒ
ハ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
八
十

一
　

ヒ
マ
シ
油
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
八
十
二
　
ビ
ャ
ク
キ
ョ
ウ
ザ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤

を
除
く
。

百
八
十
三
　
ビ
ャ
ク
ゴ
ウ

百
八
十
四
　
ビ
ャ
ク
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
八
十
五
　
ビ
ャ
ク
ジ

ュ
ツ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

ど
、
。

百
八
十
六
　
ビ
ャ
ク
ダ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
八
十
七
　
ビ
ャ
ク
レ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
八
十
八
　
ビ
ワ
ヨ
ウ

百
八
十
九
　
ビ
ン
ロ
ウ
ジ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
九
十
　
フ
ク
ボ
ン
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
九
十

一　
ブ
ク
リ
ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
九
十
二
　
ブ
シ
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百
九
十
三
　
フ
ジ
コ
ブ

百
九
十
四
　
フ
ジ
バ
カ
マ

百
九
十
五
　
フ
ラ
ン
グ
ラ
皮
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

イ
、
。

百
九
十
六
　
プ
ラ
ン
タ
ゴ

・
オ
バ
タ
種
子
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

百
九
十
七
　
プ
ラ
ン
タ
ゴ

・
オ
バ
タ
種
皮
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

蘭拘甘類　体ガ際刈月中粧離比一期棚柳魂酷よ中

二
百
　
ボ
ウ
イ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一百

一　
ボ
ウ
コ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

二
百
二
　
ボ
ウ
フ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一百
三
　
ホ
ウ
ブ
シ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一百
四
　
ホ
オ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一蘭瓶　胡″）虻ｒ焼だし、外用剤を除く。

一蘭粒　胡持序～柏彬ｒ及焼脱結溜魃翔セ除く。

一百
九
　
ホ
ミ
カ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一百
十
　
マ
オ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一百
十

一
　

マ
ク
リ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

一繭＝〓　苦ルなル。ただし、外用剤を除く。

一亜＝帥　燎カウ】わず晩一れ蔵麟刊脚能焔耀小

除
く
。

一百
十
六

一百
十
七

一百
十
八

一百
十
九

一百
二
十

百
二
十

一

三
百
二
十
二

除
く
。

二
百
二
十
三

二
百
二
十
四

′
、
。

二
百
二
十
五

二
百
二
十
六

二
百
二
十
七

二
百
二
十
八

二
百
二
十
九

メ
リ
ロ
ー
ト
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

モ
ク
ツ
ウ

モ
ッ
カ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

モ
ツ
コ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

モ
ツ
ヤ
ク

ヤ
ク
モ
ソ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

八
ツ
ロ
ウ
ナ
ギ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を

ヤ
ラ
ッ
パ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

ヤ
ラ
ッ
パ
脂
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

ユ
キ
ワ
リ
ツ
ウ

ョ
ウ
キ
セ
キ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

ョ
ウ
バ
イ
ヒ

ラ
ク
ト
サ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

ラ

タ

ニ

ア

二
百
三
十

二
百
三
十

一

除
く
。

二
百
三
十
二

二
百
三
十
三

除
く
。

二
百
三
十
四

二
百
三
十
五

三
百
三
十
六

二
百
三
十
七

二
百
三
十
八

二
百
三
十
九

ど
、
。

ロ
ク
キ
ン
。

ロ
ク
ジ
ン
。

ロ
ク
ベ
ン
。

ヮ
レ
リ
ア
ナ
。

た
だ
し

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
号

医
療
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十

豚駒推競る一数約劾姫祉娃”難ガ睡議暁歌幹脚拘擁

年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
方
針

こ
の
基
本
方
針
は
、

我
が
国
の
医
療
提
供
体
制
に
お
い

て
、

国
民
の
医
療
に
対
す
る
安
心
、

信
頼
の
確
保
を
目
指

し
、

医
療
計
画
制
度
の
中
で
医
療
機
能
の
分
化

・
連
携
を

推
進
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

地
域
に
お
い
て
切
れ
目
の
な

い
雄
嚇
施
魂
熟
幾
峻
嘲
勝
悔
茂
綻
胤
限
卿
ば
擁
領
勧
や
醜

療
提
供
体
制
の
確
保
」
と
い
う
。）

を
図
る
た
め
の
基
本
的

な
事
項
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、

こ
の
方
針
に
即
し
て
、

か
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

当
該
都
道
府
県
に

お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
た
め
の
計
画

（以

下

「医
療
計
画
」
と
い
う
。

）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第

一　

医
療
提
供
体
制
の
確
保
の
た
め
講
じ
よ
う
と
す
る

施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項

一
　

医
療
提
供
体
制
の
確
保
の
た
め
講
じ
よ
う
と
す
る

施
策
の
基
本
的
考
え
方

医
療
は
、

我
が
国
社
会
の
重
要
か
つ
不
可
欠
な
資

産
で
あ
り
、

医
療
提
供
体
制
は
、

国
民
の
健
康
を
確

保
す
る
た
め
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、

医
療
は
、

忠
者
と
医
療
提
供
者
と
の
信
頼

関
係
を
基
本
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

患
者

や
国
民
に
対
し
て
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
必
要
な

情
報
が
提
供
さ
れ
る
と
と
も
に
、

診
療
の
際
に
は
、

リ
ュ
ウ
タ
ン
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

リ
ョ
ウ
キ
ョ
ウ
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を

レ
ン
ギ
ョ
ウ
。

た
だ
し

外
用
剤
を
除

外
用
剤
を

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

た
だ
し
、外

用
剤
を
除
く
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

襲
腎
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除
く
。

ヮ
コ
ウ
ボ
ク
。

た
だ
し
、

外
用
剤
を
除

外
用
剤
を
除

イ
ン
フ
オ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト

（医
師
等
が
医
療
を

提
供
す
る
に
あ
た
り
道
切
な
説
明
を
行
い
、

患
者
が

理
解
し
同
意
す
る
こ
と
）
の
理
念
に
基
づ
き
、

医
療

を
受
け
る
主
体
で
あ
る
患
者
本
人
が
求
め
る
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
、

と
い
う
忠
者
本
位
の

医
療
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

安
全

で
質
が
高
く
、

効
率
的
な
医
療
の
実
現
に
向
け
て
、

患
者
や
国
民
が
、

そ
の
利
用
者
と
し
て
、

ま
た
、

費

用
負
担
者
と
し
て
、

こ
れ
に
関
心
を
持
ち
、

医
療
提

供
者
の
み
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、

自
ら
も
積
極
的

か
つ
主
体
的
に
医
療
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま

し
く
、

そ
う
し
た
仕
組
み
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

医
療
は
、

周
産
期
医
療
、

小
児
医
療

（小

児
救
急
医
療
を
含
む
。

以
下
同
じ
。

）
か
ら
は
じ
ま
り
、

終
末
期
に
お
け
る
医
療
ま
で
、

人
生
の
す
べ
て
の
過

程
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

傷
病
の
治
療
だ
け
で
は

な
く
、

健
康
づ
く
り
等
を
通
じ
た
予
防
や
、

慢
性
の

症
状
を
持
ち
な
が
ら
の
継
統
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
等
様
々
な
領
域
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、

医
療
の
提
供
に
際
し
て
は
、

医
療
分
野
や
福
祉
分
野

の
専
門
職
種
、

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
、

家
族
そ
の
他
様
々

な
人
が
関
わ

っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、

医
療
提
供
者
は
、

患
者
本
位
の
医
療
と
い
う
理
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、

医

師
と
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性

を
発
揮
し
な
が
ら
協
力
し
て
テ
ー
ム
医
療
を
推
進
し

て
い
く
こ
と
は
も
と
よ
り
、

地
域
に
お
い
て
、

患
著

の
視
点
に
立

っ
た
医
療
提
供
施
設

（医
療
法

（昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
百
五
号
。

以
下
「法
」
と
い
う
。

）

第

一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
を

い
う
。

以
下
同
じ
。

）
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業

務
の
連
携
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（以
下

「医
療

連
携
体
制
」
と
い
う
。

）
の
構
築
に
も
積
極
的
に
協
力

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

国
及
び
都
道
府
県
は
、

こ
の
よ
う
な
理
念
に
基
づ

き
、

少
子
高
齢
化
の
進
展
や
医
療
技
術
の
進
歩
、

国

民
の
意
識
の
変
化
等
も
踏
ま
え
な
が
ら
、

安
全
で
質

が
高
く
、

効
率
的
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
施
策

に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

医
療
に
対
す
る
忠
者
や
住
民
の
意
設
、

ま
た
、

医

療
提
供
体
制
の
現
状
は
、

都
道
府
県
に
よ
り
、

あ
る

い
は
各
都
道
府
県
内
に
お
い
て
も
都
市
部
と
そ
れ
以

外
の
地
域
と
で
は
、

大
き
な
連
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

具
体
的
な
施
策
を
講
ず
る
に
当
た

っ
て
は
、

そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
状
況
や
ニ
ー
ズ
に
十
分
配
慮
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、

人
日
の
急
速
な
高
伸
化
が
進
む
中
で
、

疾

病
の
構
造
が
変
化
し
、

が
ん
、

脳
卒
中
、

急
性
心
筋

梗
塞
及
び
糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
が
増
加
し
て
い

る
中
、

生
活
の
質
の
向
上
を
実
現
す
る
た
め
、

特
に
、

が
ん
、

脳
卒
中
、

急
性
心
筋
梗
塞
及
び
糖
尿
病
に
対

応
し
た
医
療
連
機
体
制
の
早
急
な
構
築
を
図
る
こ

と
、

さ
ら
に
、

地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
確

保
に
お
い
て
重
要
な
課
題
と
な
る
救
急
医
療
、

災
告

時
に
お
け
る
医
療
、　

へ
き
地
の
医
療
、

周
産
期
医
療

及
び
小
児
医
療
に
対
応
し
た
医
療
連
携
体
制
の
早
急

な
構
築
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
一　
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
国
と
都
道
府
県

の
役
割

安
全
で
質
が
高
く
、

効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
を

確
保
す
る
た
め
に
は
、

都
道
府
県
が
中
心
と
な

っ
て
、

そ
の
医
療
計
画
に
基
づ
き
自
ら
の
創
意
工
夫
で
施
策

を
企
画
立
衆
及
び
実
行
し
、

国
は
都
道
府
県
の
取
紐

を
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
　
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

一　

調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方

医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

に
つ
い
て
は
、

以
下
の
観
点
に
配
慮
し
て
実
施
す
る

必
要
が
あ
る
。

１
　
医
療
を
提
供
す
る
側
の
視
点
だ
け
で
な
く
、

医

療
を
受
け
る
主
体
で
あ
る
恩
者
の
視
点
も
路
ま
え

フ

つ

。

２
　
医
療
提
供
体
制
の
盤
的
な
整
備
と
い
う
観
点
だ

け
で
な
く
、

医
療
連
携
体
制
の
構
築
等
質
的
な
向

上
に
資
す
る
観
点
も
重
視
す
る
。

３
　
患
者
や
住
民
に
対
す
る
医
療
機
能
に
関
す
る
特

報
提
供
を
推
進
す
る
た
め
、

個
別
の
医
療
提
供
施

設
の
医
療
機
能
に
限
ら
ず
、

地
域
の
医
療
機
能
全

体
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の

と
す
る
。

調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
国
と
都
道
府
県
の
役
割

１
　
具
体
的
な
調
査
及
び
研
究
に
つ
い
て
は
、

国
と

都
道
府
県
と
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
行
う
こ
と

と
す
る
。

中
　
国
は
、

が
ん
、

脳
卒
中
、

急
性
心
筋
梗
塞
及

び
糖
尿
病
の
四
疾
病
並
び
に
救
急
医
療
ギ
災
害

時
に
お
け
る
医
療
、　

へ
き
地
の
医
療
、ｉ

局
産
期

医
療
及
び
小
児
医
療
の
五
事
業

（以
下
ヽ
四
疾

嚇阪御価徳蝶一疑肺巧ド靴わめよ軸粒明

ら
れ
る
医
療
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
れ
　
十

一
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〔府
令

・
省
令
〕

○
災
害
救
助
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す

る
命
令

（内
閣
府

・
総
務

・
財
務

“
厚
生
労
働

・

国
土
交
通

一
）

Ｏ
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
二
十
八
条
の

三
第

一
項
に
規
定
す
る
準
備
金
の
積
立
て

等
に
関
す
る
命
令
の

一
部
を
改
正
す
る
命

Ａコ（内
閣
府

・
厚
生
労
働

・
農
林
水
産

。
経

済
産
業

・
回
土
交
通

一
）

Ｏ
農
業
信
用
基
金
協
会
の
事
業
報
告
書
、

貸

借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
計
算

に
関
す
る
命
令
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令

（内
閣
府

・
農
林
水
産

一
）

○
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合

会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
等
の

一
部

を
改
正
す
る
命
令

（同
二
）

〔省

○
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の

一

部
を
改
正
す
る
省
令

（総
務
四
五
）

○
総
務
省
組
織
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
四
六
）

△
T

(号  外 )
独立行政法人目立印刷局

う

Ｏ
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
建
設
促
進
法
第

十

一
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省

令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（同
四
七
）

Ｏ
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の

一
部
を
改
正

す
る
省
令

（同
四
八
）

○
財
務
省
組
織
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（財
務
二
四
）

！
Ｏ
振
替
国
債
を
取
り
扱
う
振
替
機
関

へ
の
同

意
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る

省
令

（同
二
五
）

Ｏ
支
出
官
事
務
規
程
等
の

一
部
を
改
正
す
る

省
令

（同
二
六
）

Ｏ
特
別
調
達
資
金
会
計
官
及
び
特
別
調
達
資

金
出
細
命
令
官
支
払
事
務
規
程
等
の

一
部

を
改
正
す
る
省
令

（同
二
七
）

Ｏ
鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
法
施
行
規
則

（財
務

・
文
部
科
学

・
厚
生
労
働

・
農
林

水
産

。
経
済
産
業

・
目
土
交
通

一
）

Ｏ
鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
法
に
係
る
民
間
事

業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
二
）

Ｏ
学
校
教
育
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令

（文
部
科
学
五
）

〇
学
校
保
健
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
六
）

○
国
立
大
学
等
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に

関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
七
）

○
国
立
大
学
法
人
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改

正
す
る
省
令

（同
八
）

Ｏ
国
立
教
育
政
策
研
究
所
組
織
規
則
の

一
部

を
改
正
す
る
省
令

（同
九
）

Ｏ
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
屈
出

に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
及
び
文
部

科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行

規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（同

一
〇
）

Ｏ
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関

す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同

一
一
）

〇
文
部
科
学
省
所
管
に
属
す
る
物
品
の
無
償

貸
付
及
び
譲
与
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を

改
正
す
る
省
令

（同

一
二
）

〇
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
及

び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定

規
則
及
び
柔
道
整
復
師
学
校
養
成
施
設
指

定
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

一
）

Ｏ
社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療

法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、

様
式
及
び
作

成
方
法
に
関
す
る
規
則
（厚
生
労
働
三
八
）

〇
医
療
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
二
九
）

○
栄
養
士
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
四
〇
）

Ｏ
薬
事
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
四

一
）

Ｏ
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機

構
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
四
二
）

Ｏ
学
校
教
育
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
等

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令

（同
四
三
）

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
を
改
正

す
る
省
令

（同
四
四
）

Ｏ
指
定
介
護
療
塞
型
医
療
施
設
の
人
員
、

設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の

一
部
を

改
正
す
る
省
令

（同
四
五
）

Ｏ
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
四
六
）

Ｏ
労
働
安
全
衛
生
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る

省
令

（同
四
七
）

》

Ｏ
労
働
者
派
遣
事

業

の
適
正
な
運
営

の
確
保

及
び
派
遣
労
働
者

の
就
業
条
件

の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

二
条
第

二
項
の

市
町
村
を
定
め

る
省
令

の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同

四
八
）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

八
八

〇
環
境
衛
生
監
視
員
証
を
定
め
る
省
令
の

一

部
を
改
正
す
る
省
令

（同
四
九
）

〇
墓
地
、

埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
五
〇
）
　

　

九
〇

〇
薬
事
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
五

一
）

Ｏ
案
剤
師
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る

省
令

（同
五
二
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一

〇
水
道
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令

（同
五
三
）

〇
水
道
施
設
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
省
令

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
五
四
）
　

　

九
三

〇
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運

営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同
五
五
）

Ｏ
救
急
救
命
士
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定

に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支

局
長
に
委
任
す

る
権
限
を
定
め
る
省
令

（同
五
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

〇
あ
ん
摩

マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
、

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の

二
及
び
あ
ん
摩

マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は

り
師
、

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局

長
及
び
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権

限
を
定
め
る
省
令

（同
五
七
）

○
診
療
放
射
線
技
師
法
第
二
十
九
条
の
二
及

び
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
第
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方

厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る

省
令

（同
五
八
）

（以
下
次
の
ペ
ー
ジ

ヘ
統
く
）
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ヽ
こ
―
――
マ
ヽ
淋
丼
滞
対
予

（持
ン
厳
麟
）

遭
Ｓ
が
　
掌
前
謝
獅
習
州
露
″
ゝ
用
乾
敬
さ
併
鞘
Ｓ

ぶ
併
中
再
″
峠
郎
爵
加
ヽ
ン
、
こ
‐
―‐
マ
ヽ
ヨ
淑

再
海
部
コ
０
冊
副
再
持
い
ン
じ
ン
浦

∞
料
″
油

∞

料
Ｏ

Ｎ
避

的
遍
沖
磯
湖
卜
沸
再
遵
討
↓
が
離
醐
Ｓ

料
き
洋
尚
付
爵
勝
悌
件
が
倍
併
坊
ハ
中
い
。

Ｎ
　
油

Ｎ
沸
Ｓ
Ｓ
湖

∞
鍋
沖
α
避
ふ
対
Ｓ
遵
討
再
″

鄭
錨
Ｓ
過
討
高
片
お
持
＞
爵
麟
高
じ
ラ
バ
器
コ
↓

い

ｏ

紺

『
沸
Ｏ
Ｓ

　

（油

Ｐ
遍
浮
磯
避

Ｎ
飼
轟
）

∞
　
部

時
対
０
過
討
高
片
ｓ
持
＞
貯
麟
郎
謝
も
爵
加

再
フ
本
Ｏ
Ｗ
ゆ
郎
洲
キ
赳
還
覗
付
灘
球
ｃ
″
測
封

球
０
珊
弟
乾
き
Ｕ
汁
付
碑
軍
″　
口
き
郎
前
洲
ｃ
貯

尋
ざ
託
貯
口
貯
ラ
。

ド
　
油

津
瑚
Ｘ
再
激

や
対
⑤
納
討
ヽ
片
ぶ
蒜
爾
再
″

港
紳
薄
麟
Ｓ
汁
Ｓ
ヽ
製
Ｓ
け
き
沖
伊
Ｓ
併
韓

ｃ
Ａ

再
貯
Ｗ
丼
予
。

淋
瑚
事
部
滞
↓
ラ

（降
ン
蔚
麟
）

油
ミ
沸
　
当
前
謝
洞
澄
期
露
″
Ｎ
期
乾
敬
さ
併
訓
じ

い
併
備
再
夕
畦
郎
爵
加
丙
″
湘
磯
割
丙
路
い
ン
ｓ
″

油

∞
沸
酒
再
部
沸
Ｓ
濁
沖
声
片
い
器
醐
Ｓ
粗
さ
Ｓ

寿
肖
郎
爵
麟
破
中
さ
い
併
乾
う
中
か
。

Ｎ
　
浦

卜
か
Ｓ
あ
油

的
飼
沖
磯
油

∞
出
Ｓ
過
討
再
フ

摯
姉
Ｓ
過
討
丙
片
ぶ
持
沖
薄
麟
ヽ
も
ラ
【
器
コ
↓

い
。

紺

ド
沸
③
昼

　

（遭

】
飼
轟
）

時
　
摯
崩
③
過
討
丙
片

じ
路
ン
崩
勝
串
甜
ｕ
部
加

再
″
郊
Ｏ
Ｗ
ゆ
付
洲
車
訓
還
暇
郎
淋
報
ｃ
″
園
飛

球
Ｓ
甜
弟
戦
骰
Ｕ
汁
付
中
再
′
何
討
僻
締
洲
ｃ
貯

尋
討
馬
貯
け
貯
ラ
。

∞
　
油

】
揃
Ｓ
漸
沖
戸
片
ぶ
諦
爾
露
フ
港
湘
薄
勝
⑤

討
Ｓ
声
測
Ｓ

け
さ
討
伊
０
併
鶏

ご
【
再
丼
゛
貯

ぐ
ツ
。

耐
消
さ
ヽ
前
Ｓ

ぶ
酎
岸
Ｂ
翔
部
⑤
認
詩
高
囲

対
ぶ
辞
硝
灘
↓
ラ

（出
い
″
薄
麟
綿
）

油
Ｓ
沸
　
掌
敵
３
洞
習
岨
再
″
嗣
鮮
球
霞
岐
ゆ
【
辞

じ
い
飾
い
ヽ
散
ラ
Ａ
フ
伸
Ｓ
辞
硝
Ｏ
さ
辞
丙
囲
Ｃ

ヽ
用
功
き
い
併
訓
じ
ぶ
併
郎
再
フ
辞
討
耐
消
さ
割

封
球
＄
高
注
げ
″
ヽ
粗
貯
韻
叶
付
け
件
夕
沖
露
小

Ｓ
通
加
ヽ
フ
辞
討
科
料
き
ヽ
路
゛
ン
ｓ
″
小
⑤
騨

爺
″
粛
輸
覗
姉
小
Ｓ
さ
Ｓ
Ｓ
や
雌
ｃ
〈
再
小
Ｓ
講

郡
叫
購
③
弟
曽
郎
厳
勝
悌
件
フ
球
σ
〈
軍
測
求
郎

Ｆ
狙
酎
研
キ
ぶ
〔
併
均
お
備
い
ｏ
汁
札
ｃ
フ
や
抑

丙
持
゛
沖
ぶ
鏡
け
ヽ
併
ラ
【
再
″
小
Ｓ
抑
辞
難
Ｓ

却
鞘
郁
命
貯
尋
き
馬
丼
〕
貯
ラ
ｏ

中
　
浦

対
沸
Ｓ
Ｓ
激

ヽ
出
滓
磯
油

ω
対
Ｓ
澄
討
再
フ

獣
遍
Ｓ
溢
削
再
片
か
降
＞
爵
麟
戸
Ｕ
ラ
バ
器
コ
対

い
ｏ（欝

叶
′
爵
麟
＄
）

油
馬
沸
Ｓ
り
　
当
敵
討
獅
轡
帆
再
″
何
Ｓ
部
耐
○
さ

甜
再
田
げ
ヽ
期
坊
き
さ
併
訓
じ
い
併
叶
軍
″
騨
聯

湘
雌
丙
津
ｃ
フ
ト
Ｓ
淋
鞘
丙
囲
ｃ
Ａ
Ｎ
粗
串
欝
叶

付
け
キ
フ
ロ
再
小
Ｓ
爵
加
戸
フ
鱗
鞠
眠
粘
割
寓
Ｈ

耐
ン
じ
フ
小
０
騨
爺
′
粛
韓
岬
輔
中
③
さ
０
韻
牟

付
爵
蛸
け
牛
′
球
Ｇ
〈
再
測
求
ぷ
高
狙
配
け
苺
ぶ

何
併
坊
お
備
さ
。

や
　
湖

ヽ
沸
Ｓ
Ｓ
避

や
飼
沖
磯
油

∞
飼
Ｓ
過
辞
再
″

甜
対
Ｓ
過
討
丙
片
お
持
ン
厳
麟
丙
ｄ
予
バ
器
コ
対

い
。

油

Ｎ
沸
Ｓ
Ｓ

　

（油

ド
対
轟
）

や
　
獣
対
Ｓ
過
討
高
片
６
持
ン
爵
麟
付
爺

も
轟
加

再
夕
小
Ｓ
Ｗ
ゆ
串
弟
叫
訓
盟
暇
郎
淋
報
Ｃ
″
測
求

球
Ｓ
酬
弟
戦
き
Ｕ
汁
併
錬
再
′
〔
き
郁
締
坤
ご
貯

尋
ざ
五
貯
け
串
ラ
。

∞
　
湖

岸
競
０
過
討
高
片
ぶ
諦
扇
再
″
港
湘
薄
勝
０

討
Ｓ
高
到
Ｓ

い
き
討
伊
０
付
勲

Ｃ
バ
再
貯

け
丼

ぐ
ツ
。

読
郎
　
仲
０
コ
斎
Ｓ
沐
い
け
再
フ
画
丼
日
湘
過
誌
卜
り
付
ｃ
フ
輌
益
付
コ
ラ
タ
■
滑
０
舟
講
Ｏ
割
ハ
ーー
Ｕ
茸
ｓ
併

↓
い
。

附
　
則
　
　
　
　
　
　
　
‐

１
　
こ
の
省
令
は
、

平
成
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
環
境
衛
生
監
視
員
が
携
帯
す
る
証
票
又
は
証
明
書
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
証
票
又
は
証
明
警
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
票
又
は
証
明
書
に
つ
い
て
は
、

当

分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
号

地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
遜
地
、

埋
葬
等

に
関
す
る
法
律

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、

墓
地
、

埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
二
月
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

墓
地
、

埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

墓
地
、

埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
条
中

「当
該
吏
員
」
を

「当
該
船
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、

平
成
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

Ｏ
厚
生
労
働
省
令
第
五
十

一
号

薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三

十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

薬
事
法

施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

ワハ】。平
成
十
九
年
二
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

薬
事
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

薬
事
法
施
行
規
則
（昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

一
号
）

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
八
条
の
二
第
五
項
中

「医
薬
品
、

医
薬
部
外
品
、

化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準

（平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
）
第
十
条

第

一
項

（」
を

「同
令
第
十
条
第

一
項

（同
令
」
に
改
め

ス智
。第

百
五
十
九
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（法
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
期
間
）

第
百
五
十
九
条
の
二
　
法
第
二
十
六
粂
の
三
第

一
項
第

一

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、

次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
和
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

見響墾鸞窮鍵続捗蔀饗晏婦藍謝告預法
てるをす二準売医外^全 し認条製の第

る議腎需粂臨姿凝最姿偕磐皇管続擢竿

暑響菫鞍暑密畳観替置督縁轡皆密醤魯
製
造
販
売
の
承
認
の
条

件
と
し
て
付
さ
れ
た
調

査
期
間
に

一
年
を
加
え

た
期
間

第
二
百
五
十
三
条
第

一
項
第

一
号
ホ
中
只
平
成
十
六
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
ご
を
削
る
。

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、

平
成
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す

る
。（第

三
十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
期
間
の
特
例
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
施
行
規
則
第
百

五
十
九
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
省
令
の

施
行
の
日
前
に
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
に

つ
い
て
の
葉
事
法
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
第

一
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て

は
、

客
と
す
る
。

定第
す一法
る項第
新第十
医一四
薬号条
品にの

規四

にそが項調項法
一の行の査第第
年延わ規期一十
を長れ定間号四
加後たに⌒に条
えのとよ同規の
た期きる条定四
期間は延第す第
問

V｀
長二る一

〓
一　
前
二
号
に
掲
げ
る

医
薬
品
以
外
の
医
薬

口Ｗ


